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沖
縄
の
戦
争
体
制
作
り
が
凶
悪
性
犯
罪
の
元
凶

昨
年
末
に
起
き
た
沖
縄
来

兵
に
よ
る
少
女
暴
行
凶
悪
事

件
等
に
つ
い
て
、
事
件
発
生

か
ら
半
年

余
、
起
訴

か
ら

３
ヵ
月
も
の
間
、
沖
縄
県
警

が
公
表
せ
ず
．
と
く
に
日
本

政
府
が
諸
事
件
を
把
佐
し
て

い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
沖
縄

県

（
し
た
が

っ
て
沖

縄
県

民
）
に
知
ら
せ
な
い
ま
ま
し

て
い
た
こ
と
が
、
６
月
”
日

に
な

っ
て
発
党
し
た
。

こ
の
平
年
余
の
間
に
何
が

あ

っ
た
か
。
年
末
然
日
の
（来

軍
に
提
供
す
る
）
辺
野
占
新

基
地
二
事
変
更
の
代
執
行
、

１
月
１０
日
の
大
浦
湾
理
立
開

始
、
３
月
の
自
衛
隊
勝
連
基

地
ミ
サ
イ
ル
の
配
備
、
４
月

の
日
米
首
脳
会
談
、
５
月
１７

日
の
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
来
駐
日

入
使
に
よ
る
米
電
機
を
使

っ

た
与
那
国
来
島
な
ど
、
沖
縄

の
戦
場
化
を
厭
わ
な
い
日
米

の
臨
戦
態
勢
が
進
め
ら
れ
、

ま
た
６
月
“
日
の
沖
縄
県
議

選
、
６
月
２３
日
の
沖
縄
全
戦

没
者
追
悼
式
が
あ

っ
た
。

岸
Ｈ‐
白
へ
雌
権
が
、
日
米

の
戦
争
体
制
作
り
に
不
利
な

事
件
は
ひ
た
隠
し
に
し
、
沖

縄
県
民
の
安
全
と
尊
厳
を
無

視
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
こ
れ
を
正
さ
な
け
れ

ば
全
国
で
も
、
米
軍

・
白
術

隊

・
公
職
者
の
犯
罪
が
隠
蔽

さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

中
心
の
事
件
は
昨
年
１２
月

■
日
犯
行
で
、
嘉
手
納
基
地

の
米
空

軍
兵

長
が
容
疑
者

の
、　
“
歳
未
満
の
少
女

へ
の

誘
拐

・
性
暴
力
事
件
、
３
月

２７
日
に
不
同
意
性
交
罪

・
わ

い
せ

つ
目
的
誘
拐
罪
で
起
訴

さ
れ
た
が
、
来
年
に
よ
る
と

起
訴
後
、
保
釈
金
を
払

う
て

身
柄

は
来

年
側

に
。

こ
の

日
、
外
務
省

の
同
野
事
務
次

官

が

エ

マ

ニ

ュ

エ

ル

人

使

に

来

年

綱

紀

粛

正

求

め

た

が
、
沖
縄

県

に
は
事
件
を
伝

え
ず

。

６
月

５

日
に
地

元
メ

デ

ィ
ア
が
裁

判

所

の
公
判
掲

示

で
事
件
を
知

っ
て
発
党

し

た

。

７
月

１２

日
に
地
裁
初

公

判
．

裁
判
権

が

日
本

に
あ

る

事

件

で
も

、
容
疑

者
が

逃
走

す

る
懸
念

が
あ

る
。
奥

地
内

で
身

柄
確

保

に
な

っ
て

い
る

の

か

ど

う

か
、

不

明

で

あ

る
。玉

城
デ

ニ
ー
知

事

は

２５
日

韓

国
オ
ブ

テ

イ
カ

ル

ハ
イ

テ

ッ
ク

開

争

は
、

こ

の

６

月
、

大

き

な

節

日

を

迎

え

た
。５

月

に
入
り
韓

国

Ｏ
Ｐ
労

組

は
、

平

澤

（
ビ

ョ

ン

テ

ク

）
に
あ

る
も

う

一
つ
の
日

東

電

に
百
％

子
会
社

、

日
束

オ
プ

テ

イ
カ

ル

（
イ

テ

ッ
ク

の
ｒ
場
前

に
、

”

日
か

ら

テ

ン
ト
と
コ
ン
テ
ナ
を
設
置
し

一

て
座
り
込
み
に
入

つ
た
。
こ

れ
は
、
上
部
締
縦
の
産
別
労

一

組
全
国
金
属
労
組
が
仝
面
的

・

．
に
取
り
組
む
開
い
と
な

っ
て

一
い
る

（韓
国
Ｏ
Ｐ
労
組
の
正

式
名

は
、
全

国
金

属
労
組
韓

国

オ
ブ

テ

イ
カ

ル

（
イ

テ

ッ

ク
セ

会

ヽ

当

日
は
韓

国
国
会

に
お

い

て
も
、
体

国

Ｏ
Ｐ
労
組

は
共

と
情

っ
た

．

さ

ら

に
、

５
月

２６
日
犯
行

で
、

海
兵
隊
Ｌ
等

兵
が

不
同

意

性

交

致

傷

罪

で

６

月

１７

日

に
起

訴

さ

れ

た

事

件

が
、

や

っ
と

郎
日

に
な

っ
て
公
表

さ
れ

た
。

ま
た
、

１
月

に
不
同
意

性

交
容

疑

で
逮
捕

．

不
起

訴

に

な

っ
て

い
た

海
兵
隊

員

の
事

件

も

同

日

公

表

さ

れ

た

が

、

沖

縄
県
警

は
通
常

、

不
起

訴

あ

る

い
は

非

公
表

事

案

は
、

県

に
伝
え
な

い
。

■
城
知

事

れ
た

．

Ｌ

川
陽

ｉ
外
和

は

か

日
の

会

見

て
．
一
性

犯

罪

て
．
彼

■

著

の
フ
ラ
イ

（
シ
ー

に
ユ

大
な
影

響
を

与

え
か
ね

な

い

の

で

捜

在

喘

局

が

判

断

し

た
。

そ

の
判
断
を

踏
ま

え
て

外
務
省

の
公
表
を
控

え

て

い

た
」
と
言

い
訳
し
た

。
公
表

・

報
通

に
お
け

る
破
害

者

人
権

保
湾

は
「
然

で
あ

る
が

、
事

件

そ

の
も

の
を
沖

縄
県

に
知

ら

せ

て

い
な

い
言

い
訳

に
は

な

ら
な

い
＾

政
府
は
プ

ラ
イ

バ

シ
ー
を
守

れ

る
が
、

沖
縄

県
は
守
れ
な

い
と

で
も

言
う

の
か
。

６
月
県
議
選

は
、
残

念
な

結

果

（
県
政
与
党

２
０
、

野

そ

し
て

こ
の
６
月
．
韓

口

Ｏ
Ｐ
労
組

は
、
木
江

日
束

ｔ

ｌ

の
株

卜

総
（
一か

‐―――
伴

さ
れ

る
た
め
．
連
続

し

て

の
訪

――

聞
争
を
行

な

っ
た

．

６
月

，

日

に
は
東

京

で
、　

コ
ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ユ

ニ
オ

ン
首

都
圏

ネ

ッ

ト

の

．
Ｈ

行

動

に

参

加

し
、

日
東
電

工
東
京
本

社

一品

川

シ
ー
ズ

ン
テ
ラ

ス
¨
階

一　
ヘ

の
中

し
入
れ
行
動

を
合

む
治

都

圏
で

の
争
議
諸

行
動

に
参

加

し
た
。

６
月

２１

日
、

日
束
電

ェ

の

株

主
総

会
が
、
人

阪
市

の
グ

ラ

ン
フ

ロ
ン
ト
大

阪
北
館

で

開
催
さ
れ

た
。
韓

同
Ｏ
Ｐ

労

組

は
、

チ

ェ

・
ヒ

ョ
ン
フ

ア

ン
支
会

長
を
は
じ

め
８
名

が

人

阪

に
入
り
、
株

主
総
会

に

は

チ

ェ
支

会
長
と

「
支
援

す

る
会
」

の
尾
澤
邦

ｒ
さ

ん

と

が
株
卜

と
な
り
、

参
加
す

る

こ
と
と
な

っ
て

い
た
。

し

か

し
、

日
東

側

は

姑

意

に

も

チ

ェ
斐

会

長

に
対

し
、
「
議

決

権
行
使

書
」
が
な

い
と

の

理
由
で
参

加
を
拒

否
。

チ

ェ

支

会
長
は
、
韓
国

の
証
券

会

社

が
発
行

し
た

「
残
高

証

明

書

」
を

持
参

し
た

が
、

日
束

側

は
チ

ェ
支
会
長
を
株

ｔ

と

は
認
め
ず

、
入
場
を
阻

――‥
さ

れ

て

し
ま

っ
た
。

「
議

決

楡

行

使
書

」

は
、
韓

国
に
は

送

ら
れ

て
お

ら
ず
、

会
社

側

に

問

い
合

わ

せ
た
と

こ
ろ
、

海

外

の
株
主

に

つ
い
て
は

日
本

の

「
常

任

代
理
人
」

に
そ
れ

を

送

っ
た

と
の
返
答
。

こ

の

「
常

任

代

理
人

」
と

は

い
か

な

る

存
在

で
あ
る

の
な

は

な

は

だ
疑

問

で
あ

る
。
国

際

卜

業

を
自

称

す
る

日
束
ｔ

ｉ

が

．
す
べ

て

Ｈ
本

国
内
で
処

理

し

よ
う
と

の
対

応

は
、

そ

の
名

を
汚
す

だ
け

で
は
な

い

だ

ろ

う
か
．

韓

同

の

Ｐ

労

組

か

ら

の

「
株

Ｉ

総

会

質

問

書

」

は
、

①

火

災
保
険

に
関

し

て
、

一

韓

国

オ

ブ

テ

ィ

カ

ル

ハ
イ

テ

ッ
ク

の
廃

業
及

び
韓
＝

１１

東

オ
ブ

テ

イ
カ

ル
で

の
生

産

再

開

の
経

維

に

つ
い
て
、

●

廃

業

の
理

由

は
労
組

嫌

悪
、

一
●

Ｈ
束
電

ェ

の
反

人
権
的

労

一
働
弾

圧
な

ど

１１
項

目

に

つ
い

一
て
出

さ
れ

た
。

こ
れ
を
株

主

．
で

あ

る

チ

ェ
支

会

長

と

尾

．
澤
詳
ｒ
さ
ん
が
、
「
工
場
聞

．
鎖
ヽ
全
腱
解
に
を
決
め
た
親

会
社

の
日
東
電
●
は
、
責
任

を
持

っ
て
韓
国
オ
ブ
テ
ィ
カ

一
ル
（
イ
テ
ッ
ク
の
労
働
組
合

と
話
し
合

い
を
行
な
い
、
事

態
を
解
決
す
べ
き
で
す
。
日

束
グ

ル
ー
プ

の

『
人
権
基
本

方
針
』
に
則
り
、
人
権
尊
重

の
貞
任
を
果
た
し
、
労
働
者

の
雇
用
を
継
水
す
べ
き
と
考

え
ま

す
が
、　
い
か
が
で
す

か
？
」
と
書
き
績
り
、
高
橋

秀
雄
社
長
宛
て
に
郵
送
し
て

い
た
。

株
主
総
会

に
お
い
て
は
、

尾
浮
廊
子
さ
ん
に
よ
る

「
博

同
オ
プ
テ
イ
カ
ル
ハ
イ
テ
ッ

ク

の
労
働
計

と
話
し
合

い
、

雇
用
継
続
す
べ
き
」
と
の
質

問

・
意
見
に
対
し
、
総
会
議

長
で
あ
る
高
崎
社
長
は
、
「
樺

日

の
■
会
社

て

の
火

デ
で
あ

い
、

■
業
部

続

不
‐‐Ｆ

絆
Ｌ
判

断
し

．
消
算

千
■
き

を
■
め

て
い
る
。　
．
糾

の
従

■
――

“

抗
ぶ

行
動
か

解
体

１
■

に
支

障
を

き
た
し

て

い
る

．
幹
国

て
適

法

に
進

め
ら
れ

て
い
る

の
で

．
見
守

っ
て
い
く
」
と

の
返
答
．

Ｈ
束
ｔ

●

は
、

細

合

と

の

話

し

合

い
を

拒

絶

し
、

組
合
潰

し
を
合

法
化
せ

ん
と

し
て

い
る
。
韓

国

Ｏ
Ｐ

労
紺

の
仲
間

た
ち

は

、
高
崎

社

長

の
発
言

に
対

し
、

「
ウ

ツ
だ

！
」
と

怒
り
を

あ
ら

わ

に
し
た
。

こ

の
株

卜

総

会

行

動

に

は
、

ｏ

Ｐ
労

組

８

名

の

ほ

一
か
、

「
支

援

す
る

会

」
参

加

一
の
た

阪

。
東

京

の
仲

間
も
加

一
わ

り

、
支
援

す
る
会

の
画

山

一
共
同

代
表

が

行
動

の

「
会
を

一
行
な

っ
た
。

一
　

そ

の

後

鈍

日

の
東

京

で

一
は
、

東
京

本

社

に
対

す
る
支

・
援

す

る
会

の
６
月
定

例
抗
議

一
要
請

行
動

に
、

イ

・
ジ

ヨ
ン

事
務
長
な
ど
日
本
に
残

っ
た

２
名

の
女
性
組
合
員
が
参
加

し
、
抗
議
の
声
を
Ｌ

げ
た
。

お
日
に
は
、
東
京
全
労
協
呼

び
か
け
の
東
京
総
行
動
に
も

一
日
参
加
し
、
総
行
動

．
環

の
日
東
電
工
東
京
本
社
行
動

を
聞

い
抜
い
た
。

日
韓
労
働
者
民
衆

の
連
帯

で
、
生
活
と
人
権
を

守
り
、

北
束
ア
ジ
ア
の
平
和
を
実
現

し
よ
う
。

（東
京
Ｋ

ｕ
通
信
彙
）

読
者

・
た
た
の
皆
さ
ん
！

本
紙
が
出
回
る
頃
に
は
束

京
都
知
■
選
挙
の
結
果
も
出

て
い
ま
す
が
．
部
政
で
は
．

？

１
朝
鮮
人
犠
＝
者
都
知

■
追
伸
文
を
復
活
さ
せ
．
ま

た
利
確

の
都
市
再
開
発
を
や

め
さ
せ
る
な

ど
、
平
和

・
人

権
の
首
都
を
実
現
せ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

こ
の
開

い
は
、

９
月
白
民
党
総
裁
選
後
と
み

ら
れ
る
総
選
挙

へ
連
続
し
、

自
公
政
権
打
倒
の
山
場

へ
突

入
し
ま

す
。

労
働

渚
共
産

党
は
去

る
５

月
に
．

第

９
日

党
大
会

を
開

性
し
、
方
針
決
議

「戦
争
と

排
外
主
本
に
反
対
し
、
新
し

い
社
会
を
目
指
そ
う
！
」
を

の
会
見
で
、
「
未
成
年

の
少

　

は
繁
日
、
鎌
谷
県
警
本
部
長

女
の
身
に
危
険
が
及
ぶ
よ
う

一
に

「
重
人
事
件
を
公
表
し
な

な
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま

っ

一
い
こ
と
が
、
地
域
住
民
や
‘

た
。
本
当
に
強
く
、
強
く
抗

一
ど
も
の
安
全
確
保

へ
の
懸
念

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

一
を
生
じ
さ
せ
る
」
と
申
し
入

兵
犯
罪
根
絶
は
超
党
派
の
課

一

題
で
あ
る
。
犯
罪
の
根
源

・
一

軍
事
基
地
の
な
い
沖
縄

へ
向

け
、
「
オ
ー

ル
沖
縄
」

の
真

摯
な
総
括
に
期
待
し
た

い
。
・

（Ｗ
）

再
建
に
は
十
分
す
ぎ
る
額
の

金
額
が
下
り
て
い
た
。
解
雇

撤
同
と
工
場
再
建
の
要
求
を

頑
な
に
拒
み
続
け
る
会
社
側

に
対
し
、
組
合
側
は
、
延
焼

を
免
れ
た
組
合
事
務
所
の
あ

る
事
務
棟

に
立

て

こ
も

っ

た
。

こ
れ

に
対

し

日
東
側

は
、
ェ
場
撤
去
と
組
合
事
務

所

の
明
け
渡
し

の
た
め
に
、

仮
差
抑
え
や
仮
処
分
攻
撃
を

組
合
員
個
人
に
か
け
る
。
し

か
し
組
合
は
、
仮
差
押
え
攻

撃
を
跳
ね
返
し
、
仮
処
分
の

攻
撃
も
実
質
的
に
正
め
た
。

韓
同
Ｏ
Ｐ
労
組
は
、
亀
尾
●

場
の
結
合
事
務
所
と
座
り
込

み
テ
ン
ト
の
防
衛
、
亀
尾
の

Ｌ
場
麻
上
で
の
女
性
組
合
員

２
名
に
よ
る
高
空
鮭
城
を
継

続
し
て
問

つ
て
い
る
。

6。 21大阪

韓
国
オ
プ
テ
ィ
カ
ル
ハ
イ
テ
ツ
ク
闘
争
勝
利
ヘ

日
束
株
主
総
会
で
通
及

に
民
主
党

の
国
会

議
員
と

共

に
記
者

会
見
を
開
き
、

組
合

員

の
雇
用
継

水
を

訴
え

て

い

る
。

こ

の
平
澤

の
開

い
に
対

し
当

日
、

日
東
側

は
警
察

と

共
謀

し
、
行
動
参

加

の
組

合

員
、

市

民
千
数

百
名

に
弾

圧

を

加
え
、
多
数

の
逮
捕
者

を

出
す

事
態
と
な

っ
た
。

こ

の

中
態

に
対

し
、
韓

国
各

界
か

ら
非
難

の
声

が
上
が

つ
た

。

韓

国

Ｏ
Ｐ
聞
争

の
経

過
を

ふ
り

返
る
と
、　
．
昨
年

２
２

年

１０
月

に
亀

宅
市

に
あ

る

０

Ｐ

●
場

で

火

災

が

発

生

し
、

１１
場
が

全
焼
と

い
う

の
が

発

端
。
翌

Ｈ
月

に
突

然
会
社

側

は
、
ヘ
ム
社

の
精
算

、
全

員

の

解
症
を

メ
ー

ル
で
通
需

．

し

か

し

■
場

に
は
、
火

災
保
険

が
掛
け

ら
れ

て
お

り
．

Ｉ
場

党
２
８
）
と
な
っ
た
が
、
来

こ
う
し
て
サ
ン
ケ

ン
開
争

の
最
も
重
要
な

．
環
と
し
て

闘
わ
れ

て

い
る
尾

澤
裁
判

は
、
５
月
“
口
東
京
高
裁

（伊

藤
雅
人
裁
判
長
）
で
控
訴
審

が
開
始
さ
れ
た
。

当
日
僕
が
関
の
東
京
高
裁

前
に
は
、
早
朝
か
ら
多
く
の

支
援

の
仲
間
が
麻
け

つ
け
、

に
澤
さ
ん
の
無
罪
を
勝
ち
取

ろ
う
と
事
前
集
会
か
も
た
れ

た
。
支
援
す
る
会
の
内
ｍ
さ

ん
の
司
会
の
も
と
、
支
援
す

る
会
に
参
加
す
る
全
労
協
や

争
議
団

の
仲
間
、
尾
澤
さ
ん

の
地
域

（葛
飾
区
）
の
立
え

る
会
、
埼
玉
の
支
え
る
会
の

仲
間
な
ど
か
ら
、
尾
澤
裁
判

の
地
裁
判
決
が
不
当
な
有
罪

判
決
で
あ
り
、
こ
れ
を
覆
そ

う
と
熱

の
こ
も

つ
た
発
言
が

続
い
た
。

事
前
に
三
度
に
わ
た
り
東

京
高
裁
に
対
し
て
要
請
行
動

も
行
な

っ
て
お
り
、
多
数
の

膀
聴
希
望
者
が
予
想
さ
れ
て

い
る
以
上
、
大
法
廷

の
使
用

も
そ
の
要
請
事
項
の
電
質
な

項
目
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
東
京
高
裁
側
は
こ
れ

を
認
め
ず
、
膀
聴
席
ヽ
席
に

対
し
て
百
人
を
超
え
る
人
々

が
傍
聴
を
希
望
す
る
と
い
う

■
態
を
招
い
た
。
法
延
は
、

岬
備
法
廷
で
多
数
の
職
員
が

配
備
さ
れ
、
暴
方
法
廷
の
様

相
を
ヽ
し
て
い
た
．

弁
護
団
か
ら
、
事
実
関
係

の
再
調
査
、
憲
法
、
別
法
、

労
働
法

の
尊
門
家
か
ら

の
意

見
書
の
採
用
、
サ
ン
ケ

ン
電

気
関
係
キ
の
証
人
中
請
、
韓

国
サ
ン
ヶ
ン
清
算
人
の
嗅
願

書

の
採

用
を
中
し
出
た
が
、

伊
藤
裁
判
長
は
検
事
の
不
同

意
と
の
発
言
を
受
け
、　
こ
れ

ら
の
す
べ
て
を

「却
ド
」
し
、

「結
審
」
を
生
言
し
た
。

法
廷
内
が
裁
判
長
の
不
当

な
対
応

に
抗
議

の
声
で
騒
然

と
す
る
と
、
裁
判
長
は

「
仝

員
退
廷
」
を
命
し
、
法
廷
警

備
艇
員

に
よ
る
暴
力
的
な
排

除
が
行
な
わ
れ
た
。
傍
聴
者

の
あ
る
女
性
は
、
男
性
警
備

職
員
に
よ
り
２
度
も
床
に
押

さ
え
つ
け
ら
れ
、
排
除
さ
れ

る
と
い
う
右
り
得
な
い
不
祥

事
が
行

な

わ
れ
た
。

そ

の

上
、
警
察
官
の
高
裁
導
入
さ

え
行
な
わ
れ
た
。

高
裁
近
く
の
弁
護
十
会
館

ロ
ビ
ー
で
、
こ
の
報
告
集
会

が
も
た
れ
た
。
荒
未
弁
護
十

は
報
告

で
、
「
被
告
人
」
木

人
に

一
言
も
し
や
べ
ら
せ
な

い
で
結
審
と
い
う
の
は
裁
判

と
し
て
は
有
り
得
な
い
、
と

怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
ま

た
こ
の
に
澤
控
訴
需
の
た
め

に
駆
け
付

け
た

キ

ム

・
ウ

エ
ョ
ン
さ
ん

（性
国
民
卜
労

総
曜
南
地
区
本
部
長
）
か
ら

は
、
帷
国
の
独
裁
政
権
時
代

の
法
廷
よ
り
も
酷
い
Ｌ

の
発

計
を
受
け
た
。
当
該
の
に
浮

半
司
さ
ん
か
ら
は
、
不
「
な

対
応
を
跳
ね
返
し
て
い
き
た

韓
国
サ
ン
ケ
ン
聞
争
の
尾
澤
裁
判
、
９

。
１１
判
決

高
裁
初
公
判
、
即
結
審
の
暴
圧

日
本

の
進
出
企
業

に
よ

る

一
万
的
な

会
社
清
算

・
不

当

解

Ｌ
と

の
開

い
で
あ

っ
た
第

二

次

林

ロ

サ

ン
ヶ

ン

争

議

は
、

２
０

２
２
年

７
月

に
労

使

合
意

に
よ

つ
て
勝
利

的

に

解

決

し

た

が
、

そ

の

過

程

で
、
サ

ン
ケ
レ
電
気
本
社

ヘ

・
の
要
請
行

動

に
対

し
て
不

ち

弾

圧

・
起

訴

が

か

け

ら

れ
、

「
絲

ｌｉｌ

サ

ン
ケ

ン
間
争

を

支

援

す

る
会

」

の
尾

浮
孝
司

さ

ん
が

長
期

拘
留

の
す

え
裁

判

を

強

い
ら

れ

る

こ
と
と
な

う

一
た

。

・

一」
の
裁

判

に
勝

“
し
な

け

れ
ば
、
体
国
サ
ン
ヶ

ン
酬
争

が
本
も
の
意
味
で
終
結
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
埼
玉

地
裁

は
２
３
年
９
月

い
日
、

「
渤
金
利
」
と
い
う
地
検

ヘ

の
何
度
判
決
。
無
罪
を
求
め

て
、

聞

い
は
東

京
高
裁

ヘ

移

っ
た
。

労働者共産党が

第 9回党大会 !

採
択
す
る
と
と
も
Ｌ

な
派

共
同
政
治
勢
力

の
建
設

へ
共

一
同
討
論
を
呼
び
か
け
ま
し
た

■

前
号
参
照
■

一
　

い
よ

い
よ
当
面

の
決
戦

一
が
近
づ

い
て

い
ま
す
．
絶

人
な
る
こ
支
援
、
カ
ン
バ

・

紙
代
納
人
を
生
し
く

お
願

い

い
た
し

ま
す
！

送

金
生

は

郵

使
振

替

の

場

合
、

「
新
障
界
通
信
」
で
お
願

い
し
ま
す
。

い
と
決
意
が
述
べ
ら
れ
た
。

そ

の
後

６
月
１７
日

の
年

後
、
「支
援
す
る
会
」
と

「
支

え
る
会
」
に
よ
り
、
東
京
市

裁
伊
藤
雅
人
判
事
に
対
す
る

要
請
抗
議
行
動
か
要
請
文
を

携
え
て
行
な
わ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
行
動
に
対
し
て
も

東
京
高
裁
側
は

一
切
取
り
合

わ
ず
、
要
語
文

の
受
け
取
り

さ
え
拒
絶
し
、
再
び
警
察
官

の
導
入
を
行
な

っ
た
の
で
あ

る
。
要
請
団
は
、
暴
力
的
事

態
に
な
る
の
を
避
け
、
事
務

所
入
り

，‐
で
要
請
文
を
読
み

上
げ
、
引
き
上
げ
た
。

ブ
ル
ジ

ョ
ア
裁
判
制
度
で

も
、
推
定
無
罪
な
ど
司
法
の

独
立
性
が
語
ら
れ
る
が
、
特

に

こ
の
日
本

に
お

い

て
は

「
三
権
分
立
」
な
る
も

の
が

虚
柑
で
あ
る
こ
と
が
、
尾
澤

裁
判
で
さ
ら
け
出
さ
れ
る
こ

と
と
な

っ
た
。
裁
判
官
も
合

め
て
最
低
限
民
衆
側
か
ら
の

リ

コ
ー

ル
権
の
獲
得
が
必
需

で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
民

主
主
義

の
最
低
限
ラ
イ

ン
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

判
決
公

判
は
、
９
月
ｎ
日

に
確
定
し
た
。
東
京
高
裁
を

万
余

の
民
衆

で
包

閉

し
よ

う
。
ま
た
判
決
前
の
８
月
∞

――

（未
）
に
は
、
東
京
高
裁

デ

モ
行
進

（
午
後

６

時
集

合

・
Ｈ
比
谷
公
国
饉
円
）
を

行
な
う
．

（
贅
京
Ｋ

ｕ
通
信
員
）
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４
～
５
月
、
第
２
０
回

「釜
ヶ
崎
講
座
」
学
習
会

の
リ

ア

ル
な

お
話
を

聞
き
な

が
ら

の
も

の
と
な

っ
た

。

当

日

の
会

場
、

わ

た
な

ベ

往
診

歯
科

３
Ｆ
は

３
７
名

の

参
加
者
を

な

え

て
、

盛

況
で

あ

っ
た
。

青

木
さ

ん
は
、

こ

の
日

の

学

習
要
綱
と

し
て
●

日
本

に

滞

在

す
る
外
国
枠

の
人

の
作

留

資

峰

②

技

能

実

習

制

度
、

・Ｃ
難

民
問
題
、

Ｃ

日
本

社
会

の
将
来

と

４
区

切
り

に

分

け
、

限
ら
れ
た
時

間

の
中

で
も

要
点

が

明
白
な

説

明
で

あ

っ
た
。

青
木
さ

ん
お

よ
び

Ａ
さ

ん

の
発

言
要
旨

は
、

概

要

以
下

の
と

お
り

で
あ

つ
た

。

イ
、
在

留
資

格

の
種
類
は

２
７
種
類

．
国

・
監

瞥

庁
は

在

留
中

の
行
動
を
厳

格

に
決

め

て

い

る
。

し

て

い

い

こ

と

、
だ

め
な

こ
と

の
区
分
け

が
制

限
さ

れ
、
き
び

し

い
。

口
、
性
能
実

習
生

の
み
に

限
ら
ず

、

労
働
現
場

で

の
日

本

語
教
育

学
渭

の
場

は
、

は

と

ん
ど
仕
事

の
忙
し

さ

の
中

で
設
け
ら
れ
な

い
。

従

っ
て

安

定

し

た

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
が

い

つ
ま

で
た

っ
て

も
向
Ｌ

し
な

い
。

ハ
、
暮
ら

し

の
プ

ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害

が
著

し
く

、

Ａ
さ

ん
は

３
人

で

１
部

屋
、

台
所

で

寝

起

き

し

て

い
た

と

証

言
。

（
の
ち

特

定

技

能

資

格

取
得
後
、

解
消

さ
れ

た

）
。

二
、

す

べ

て

で

は

な

い

が

、
長
時
間

労
働

の
■
態
が

繊
た
わ

り
、

報

酬
増

の
見
返

り
と

し
て

の
そ

の
存

市
が
就

労

の
中
身

と

し
て
内

包
さ
れ

て

い
る
。

（
日
本

の
労

働

人

―
・
―
の
ド
セ

え

・
安
全

弁
と
し

技

能
実

習
生

の
へ
さ
ん
を

ゲ

　

て

の
構

図

」

ス
ト
と

し

て
お
招

き
す

る

こ

　

　

ホ
、
事
前

十

習
、

渡
航
費

と

で
、

日
本

で

の
就

労
生

活

「
川
等
、
経
費

は
前
借

金

で
あ

一
と
は
別
に
メ
ン
々
ル
ヘ
ル
ス

・
の
部
分
て
は
、

抑
う
つ
症
状

一
や

不
安
汁
状

の
訴

え
が
多

（
、
ベ
ト
ナ

ム
人

は
と

に

か

く
受
診

す
れ
ば
結

果
を

い

ち

早
く
知

り
た

い
．　
つ
き
と

め
た

い
と

い
う

一
葎

の
国
民

性

が
あ

り

（国

民
性
も
あ
る

が
就

労
生
活

の
過
密
性

が
背

景

に
あ

る

と
感

じ
た

）
、

そ

の

こ
と
が

言
語

の
行
き
違

い

や

押
性

・
文
化

の
相

連
と
リ

ン
ク

す

る

こ
と

で
、

結

果
、

少

々

の
こ
と

て
は
受
診

し
な

い
、

我
慢

し

て
生
活
す

る
と

い
う
状

況
を
生

ん

で

い
る
と

思
う
。
ま

た
初
診

か
ら
次

の

病

院

へ
行

っ
て
も
、
安

堵

で

き

な

い
様

々
な
壁

が

立
ち

は

だ

か

っ
て

い
る
と
感

じ

て
い

る
．二

、

そ

の
壁

と

は

言

語
、

情

報
、

低

所
得

の
３

つ
に
集

約
さ
れ
る
。
決
定
的
因
子
は

一
変
え
て
い
き
た
い
」
Ｌ
述
べ
０

策
推
進
会
議
」
が
設
置
さ
れ

「
言

葉

の
唯

」

で
、

病

院

ヘ

足
を
向

け

に
く
く

し

て

い
る

と

言
わ
ね

ば
な
ら
な

い
。

こ

う

し
た

医
療

ア
ク
セ

ス
問
題

の
克

服
と

し
て
は
、

医
療

通

訳
サ

ー
ビ

ス
の
普

及

、
や
さ

し

い

日
本

語
教

育

の
普

及
、

支

援

団
体
と

の
連
携

だ
。

ホ
、

近
年

、

ベ
ト

ナ
ム
人

を

中

心
と

し
た
各

コ
ミ

ュ
ニ

テ

ィ
ー

の
場

で
健

康
相
談
や

情

報

の
普

及

の
活
動

に
参
加

し

て

い
る
が
、

情
報

・
知

識

を

も

っ
て

い
な

い
外

国
人

の

多

さ
を

感

じ
る
。
病

院

に
と

ど

ま

ら
ず

、
地
域

で

の
医
療

確

立
に

足
＝

つ
な
げ

て

い
き

た

い
．

釜

ヶ
崎

で
も
今

後

の

連

携

を

お

願

い
し

た

い
し
、

私

も
出

て

い
き
た

い
．

と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
．

学

習

会

後

半

で

は
、

医

療

、

業

副

の
処
方
、

メ

ン
タ

対
し
て
の
´
様
な
立
場
か
ら

【

州
調
翻
咽
倒

‐‐１１
［
副
「
川
ｑ
「
釧

の
質
疑
応
答
が
続
い
た

，

計

¨
醐
コ
鯛
利
引
刻
「
「
月
「
「
川
＝
「
『

議

の
集
約
す
る
形
て
釜
ヶ
崎

ｏ

刷
引
洲
嘲
創
川
月
「
「
の
で
あ
る

講
座

の
渡
４
さ
ん
が
．
「
立

ｏ

こ
Ｌ
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

場
と
中
味
は
和
連
す
る
が
当

●

で
あ
る
。

す

者

の
――――
題
と

い
う
点

て
。
　

社
会
科
学
と
と
の
緊
密
な

鳳
ぼ
一
一
な
一
¨
獅
辞
「
一

一

コ
ヽ 同

・¨
一一一
一一̈
一」
一
・「一

ヌ ‘こ
中
¨

接
者

・
当
性
と

．
体
と
な
り

ｏ

の
来
圧
を
す
べ
て
解
明
で
き

成
県
を
勝
ち
取
つ
て
き
た

，

●

る
か

の
よ
う
な
不
遜
な
態
度

例
も
あ
る
．
外
国
人
問
題
も

●

は
、
見
事
に
水

っ
端
み
じ
ん

当
事
者

の
思
い
や
要
求
が
あ

●

に
粉
砕
さ
れ
た
の
で
あ
る
．

］
ｒ
一
》
れ
時
い

・ 外
一
０
「

】

（ｉｖ
）
ア
イ
ヌ
政
策
再
構
築

が
、
状
況
を
動
か
し
て
い
け

【
　
　
　
で
も
和
人
主
導

る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
」
０

と
ま
と
め
た
。
　
　
　
　
　
ｏ
　

国
遠
の

「
先
住
民
権
利
宣

ま
た
釜
ヶ
崎
反
失
業
連
絡
「

〓
」
が
、
２
０
０
７
年
９
月

会

の
山
中
さ
ん
が
、
「
こ
れ

。

に
採
択
さ
れ
、
こ
れ
に
沿

っ

糧
泰
［
置
繰
¨
¨
ン

用
い
な

¨

一（
」
に
「

「 く，
【
“
“
］
に
な

の
み
な
ら
ず
様
々
な
生
き
様

０

先
住
民
と
す
る
こ
と
を
求
め

を
か
か
え
葬
ら
す
人
々
の
糧

●

る
決
議
」
が
採
択
さ
れ
、
同

と
な
る
た
め
に
、
行
政
に
物

ｏ

年
７
月
に
、
「
ア
イ

ヌ
政
策

中
し
て
き
た
。
外
国
人
労
働

。

の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者

猪
嘲
Ⅶ
ヽ
は

力ヽ の
¨
¨
［
一
」

一

¨̈
一呼
岸
一
一
「
・̈

諄
一一中

わ
れ

権
利
と
排
斥
の
国
の
仕
組
み
ｏ

た
。
そ
し
て
、
「
有
識
者
懇

の
中

で
、
何
が

で
き

る

の
０

談
会
」

の
報
告
を
受
け

て
、

か
、
今
後
も
議
論
し
状
況
を

０

２
０
０
９
年
に

「
ア
イ
ヌ
政

釜

ヶ

崎

識

昨

が

去

る

■

月
、

５

月

と

連

続

形

式

で
．

一
第

２０

回

釜

ヶ
崎

講

座

学

習

会

」
を

開
羅

し
た

。

今

‐‐‐―

の
学
習
会

は
二

釜

ヶ

崎

の
中

か

ら
外

国

人
居
住

生

活
キ

の

こ
と
を
知

る
」

と

題

し

て
．
「
基

礎

学
習
」

「
木

学

習
」
と

２
国

に
分

け

て

の
内

容

。

理
解

度
を
高

め
る
た

め

に
複
数

の
学
習
を

持

つ
と

い

う

開
確

企

図

て
あ

っ
た

。

近
年

、

３
３

０
万
人

と

い

わ

れ

る
外
国
籍

移

住

・
属
住

者

の
増

人
は
、

こ

こ
大

阪
西

成

・
釜

ヶ
崎
も

例
外

で
は
な

く
、

仕

事
や

学
業

を

こ
な

し

な

が
ら

生

活
し
、

往
来
す

る

姿

が
頻
繁

に
見
受

け
ら
れ

る

状

況
が

日
常
化

し

て
き
た
。

釜

ヶ
崎

講

座

は
、

先

の

２

０
２
３
年

５
月

の
第

Ｄ
同

学
習
会

「
釜

ヶ
崎

の
人

‐―
動

態

に

つ

い

て

」

で
．

講

師

の

水

内

俊

雄

氏

か

ら

レ
ク

チ

ャ
ー
を

う
け
た

。
そ

こ
で

近

年

西
成

区

の
人

‐
・
―
の
動

き

を

大
き

く
変

え

て

い
こ
う
と

す

る
外

国
符

移

住

・
肝
住
者

の
実

態

を

知

っ
た

こ
と

が

．

今

回

の
企

画

へ
の
伏

線

・
動

き

と
な

っ
た
．

▼
４

・
１３
基

礎

学

習
会

前

段

の
基

礎
学

習
会

は

４

月

８

日

に

開
催

。

講

師

は
、

同
籍

・
セ
ク

シ

ャ
リ

テ

ィ
竿

を

開
わ

ず

外
国

人
や

Ｈ

Ｔ
ヽ

技

患
を

抱

え

る
尺
な
ど

の
人

権

救

済

と

支

援

に

た

ず

さ

わ

っ
て

い
る

Ｎ

Ｐ

Ｏ
法

人

・

Ｃ

Ｈ

Ａ

Ｒ

Ｍ

（
チ

ャ
ー

ム

）

の
青
木

理
恵

ｒ
さ

ん
。

当

日

は
占
木

さ

ん

の
発
宝

に
て
元

・
り
、

債

務
奴
隷

と

い
わ
ね

は

一
な

ら
な

い
。

． 　
　
へ
、

日
本

の
難

民
認
定
率

一
は

約

２
％

台

（
イ

ギ

リ

ス
、

一
カ

ナ

ダ

は

５

５

ヽ

５

６

％

一
台

一
で
異
常

な
数

値
．

認
定

さ

れ

て
も

就

労

で

き

な

い
．

保
険
加

人

で
き
な

い
、

原
則

移

動

で
き

な

い
、
知

り
合

い

が

い
な

け
れ
ば

生
き

る

こ
と

も

で
き

な

い
と

い
う

実

情
。

２
か

月

ご
Ｌ

の
人
管

出

頭

の

義

務
。
突

然
収

容
さ

れ

て
身

会

」

は

場

所
を

西
成

区
内

・

太

‘
補

祉
館

に
変

え
．
夕

刻

６
時

よ
り
開
催

．
約

６
０
名

の
労
働

´

・
市

民

．

医
療

・

福

祉

従

市

者

、

弁

護

Ｌ

寄

．

多

様

な

人

々

の
参

加

を

え

た
。当

日

の
計

演

た

と

し

て
．

ベ

ト

ナ

ム

人

医

師

の

フ

ァ

ム

・
グ

エ
ン

・
ク

イ
ー
先

生

（
京

都

民

に
連

中

央

病

院

腫

瘍
内

科

医
長

）
を

お
招

き

し

て
、
「
在

日
外

国

人

の
抱

え

る
医
療

問
題
と
相

談
支
援

活

動

に

つ
い
て
」
と

題
し
た

講

話
を

約

１
時
間
強

で
語

っ
て

い
た
だ

い
た
。
な

お
、

お
話

の
前
提
と

し

て
先

の
基

礎

学

習
を

担
当

さ
れ
た
青
木

さ

ん

よ
り
、

そ

の
学
習
内
容
報

告

ク
イ

ー
先
生

は
、
穏
や

か

な

日

本

語

１

級

の

語

り

［

で
、

Ｃ

在

ロ
ベ
ト
ナ

ム
人
が

国

っ
て

い
る
健
康

問
題
、

●

■

診

し

に
く

い
原
因
、

●

ベ

ト

ナ
ム
人

の
健

康
等

の
ネ

ッ

ト

ワ
ー
ク
活
動
、

①

支
援

活

動

の
中

で
感

じ
る
ＦＩＩ
題

の
■

点

を
中

心

に
持

論
を

展
開

さ

れ
た
。

概
要

以

下

の
内
容

と

訴
え

で
あ

っ
た
。

イ
、

近
年

の
在

日
外
国

人

労

働

汁

数

一
国

籍

別

）

は

２
０
年

時
点

で

ベ
ト

ナ

ム
が

１
位
と
な

り
、

そ

の
数

も
今

日

で
は

５
０
万
人
超

と
な

っ

て

い

る
。

資

格

は

機

能

実

習

・
資

格
外

活
動

に
大
半

が

集

約
さ

れ
る
．

一
心

不

安

定

に

な

る

人

も

多

２
‘
年

５
月

劉
日
衆
眺

可

　

が
あ

つ
た
。

卜
、

日
本

社

会

は
、

「
優

越

意

識

」

と

「
隠

蔽

体

質

」

に
お
お
わ

れ
た

外
国

人
対
策

の
国

と

〓

わ

ね

は

な

ら

な

い
。

改

正
人
管

法

（今

日
会

決

、

６

月

ロ

ロ
参

院

可
決

・

成

立

）

で

の
永

住
権

は
く
な

条

”

は
、

日
本
社
会

の

．
腱

て
は
な

い
と

い
う

メ

ツ
セ

ー

ジ
を

す

べ
て

の
在
イ

外
国
人

に
与

え
る
も

の
で
あ

り
、
多

人
な

不
安

・
不
信
を

拡
大

し

て

い
る
。

チ
、

時

代

は
共
生
社
会

が

前
提

と

い
う
環
境

に
直

面
し

て
お
り

．

軍
備
理
強

を
す

る

ど

こ
ろ

で
は
な

い
。

本
来

人

間
が

い
だ

く

思

い
や

り

ｏ
共

感

と

い

っ
た

精
神
を

金
揚

で

き

る

社

会

づ

く

り

に
向

け
、

私
た
ち

は
進

ま
ね
は

い
け
な

と

い
う

中

味

で

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な

暴
本

認
識

の
中

か
ら
５
月
ド
ロ
の
本
学
習
の
　

　

口
、
健
康
問
題
に
お
け
る

場
に
推
移
し
て
い
く
．　
　
　
　
症
状
別
所
見
で
は
．
腰
の
痛

．
み
に
代
表
さ
れ
る
長
時
間
労

▼
５

・
１８
本
学
習
会
　
　
　
働
の
結
果
Ｌ
推
定
さ
れ
る
も

．
の
、
環
境
の
変
化
か
ら
と
思

う
月
ヽ
日
、
「
釜

ヶ
崎

の
　

わ
れ
る
喉

の
情
み

・
肝
れ
、

中
か
ら
外
国
人
ｒ
住
生
活
」Ｆ

・
度
嗜
の
む
く
み
等
の
症
状
が

の

こ
と
を
知

る

‥
本
学
習

一
み
ら
れ
る
．
ま
た
、
こ
れ
ら

課

題
竿

々
　

外
国

人
問
題

に

．

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐ 。

た

こ
と
は
、
前
号

で
既
述

し

釜

ヶ
崎

で
は
近
年
、

地
域

¨

た
。

て
ベ
ト
ナ

ム
中

秋
飾

の
フ

ェ
０

　

以
降

、

２
０

１
９
年

５
月

ス
テ

ィ
バ

ル
が

日
越

共
同

の

０

に
、
「
ア
イ

ヌ
施
策
推
進

法
」

力

で
開

か
れ
、　
一
方

で
は
今

０

（
ア
イ

ヌ
新
法

と

も

称

さ

れ

年

正
月
、
能
軽
半
島
地
震

発

０

る

）

が

成

立

す

る

ま

で

の

生
後
た

だ
ち

に
、

釜

ヶ
崎

に

”

間
、

ア
イ

ヌ
政
策

や

ブ
嗜

ヌ

あ

る
在

ロ
ベ
ト
ナ

ム
人

同
胞

い

新
法

の
準
備

に
係

る
活
動

を

を
中

心

に
集

う

「
日
越

支
援

０

卜

に
リ
ー
ド

し
推

進

し
た

の

会
」

の
メ

ン
バ
ー
が
、

被
災

０

は
、

ア
イ

ヌ
政
策

推
進
会

議

い 際 援 地国
人
問
題
の
認
識
と
、
こ
れ

０
　

，
一
〇
〇
９
年
１
２
月
に
設

か
ら
の
課
題
解
決

へ
向
け
た

●

置
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
政
篭
推
進

釜
ヶ
崎
請
庄
学
習
会
で
あ

っ
ｏ

会
議

（内
閣
官
房
長
■
が
座

長

一

の
下

の

「
象

徴
空
間

に

関

す
る
作
ｔ
部

会
」

は
、
「
象

徴

空

間

」

（
ウ

ボ

ポ

ィ

と

呼

ば

れ
る

）

の
概

要
計

‐―‐‐―
を

作

成

し
、

こ
れ
を

さ
ら

に
政
府

た

．

一
人

阪

―
通
信

員

一

ル
¨

そ
し
て
法
制
運
用
の
ｏ

　

（４
面
よ
り
）

で
働

く
外
国
人
竿

の
支

０

と
．
そ
の
下
に
組
織
さ
れ
た

。
ケ
ア
に
お
も
む
き
、
国

●

「
民
族
共
生

の
象
徴
と
な
る

一■
帯
の
行
動
を
起
こ
し
て

．

空
間
作
業
部
会
」
、
「
北
海
道

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

外
ア
イ
ヌ
の
生
活
実
態
調
在

牟
ヶ
崎
を
基
点
と
す
る
外

０

作
業
部
会
」
で
あ
る
。

● ● ● ● ● ●

治
時

代

以
後

に
な

っ
て
、

東

押

当
職

員
な
ど

が
修

正

・
政

訂

し
、

「胡門
細
月
「
「
刻
月
「
‐―

プ

ラ

ン
と

建

築

設

計

■

か

５
　

泄
人

に
人
類

学
者
や
考

占

学
者
ら

に
よ

っ
て
奮
わ
れ

た

ま

ま

の
ア
ィ

ヌ
の
道
■

の

返
〕■

一
北

人

開

示

え

■

研

究

会

な

ど
編

『
ア
ィ

ス

の
権

利

と

は
何
か
』

か
も

か
わ
出

版

２
０
２

０
年
　

Ｐ

Ｌ

一

も

ち
ろ

ん

こ
れ

ら

以
外

に

も
．

ア
イ

ヌ
文
化

や

ア
イ

ヌ

語
な

ど

の
教
育
．

高
齢
者

ヘ

の
福
祉
向

Ｌ

．
ア
ィ

ヌ
民
族

に
対
す
る
収

奪

・
抑

圧

の
長

（
補
論
　
ゲ
ノ
ム
と
ミ
ト

コ

ン
ド
リ
ア
〉

ゲ

′

ム

●

ｇ

胃

）

は
、

「
遺

伝

■

」

を

意

味

す

る

¨
ｏ
電

Ｌ

「
全

体

」

を

い

み

す

る

さ
ヨ
ｏ
が

合

体

し

た

造

語
と

言
わ
ね
る
．
太

田
眸
樹

氏

に

よ

る

と
．

ゲ

′

ム

と

一
は
三

あ

る

■

物

が

そ

の
生

一
物
た
り

う
る

に
必
要
な

遺
伝

情
報

の
総
体
」
一
同
著

「
ゲ

′
ム
情
報
に
基
づ
く
人
類
学

に
と

っ
て
の
集
団
」
―

『
人

椰
神
話
を
解
体
す
る
』
２

東
大
出
版
会
　
Ｐ

」
ヨ
一
と

定
義
さ
れ
て
い
る
。
グ
′
ム

が
情
報
で
あ
る

の
に
対
し
、

・
本
す
つ
合
ま
れ
て
い
る
ｌ

一
　

人
間
の
持

つ
い
Ｎ
Ａ
は
、

一
細

胞

核

内

に

あ

る

２

側

の

一
ヶ

′

ム

の

ほ

か

に
．

細

胞

一
“
一内

の

ミ

ト

コ

ン
ト

リ

ア

一
に

も

存

在

し

て

い
る
。

こ

れ

は

細

胞

核

内

の
ヶ

′

ム

よ

り

も

は

る

か

に
少

な

く
、

１

万
６
５

ｏ
Ｏ
塩

基
ほ
ど

し

か
な

い
．

し
か
も

、
細
胞

質

は
卵

ｒ
に

は
あ

る

が
、
精

■

に
は
な

い
。
従

っ
て
、
す

べ

て

の
人

の
細
胞
質

は
母
親

の

も

の
と
同

じ
で
あ

り
、

父
親

が

持

っ
て

い
る

ミ
ト

コ
ン
ド

リ

ア
は
子

ど
も

に
伝
わ

ら

な

な

お
．

「
一
九

九

〇

年

代

ご

ろ
ま

で

に
‥
‥

個
別

の
遺

伝

ｒ
や

遺

伝

マ
ー

カ
ー
、

ヨ
＾

Ｄ

Ｎ

Ａ

（
ミ

ト

コ

ン

ド

リ

ア
）
な

ど

が
調
べ

ら
れ

、
Ｎ

翻
酬
日
「
闘

引
酬

劇
週
倒
笏
固
■
Ｊ

翻
鋤
卿
日
期
国
劉

劇
刻
劇

と―
「
劇
州

え

ら

れ

た

。

‥
‥

つ
ま

り
、

い
か
な

る

人
類
集

円
も

遺

伝

的
多
様

性

の
八
五

～
九
〇

％

を
集
岡

内

に
持

っ
て

い
る

と

い
う
結

果

で
あ

り

、
人
類

は

お

Ｌ

い
き
わ
め

て
似

て

い
る

と

い
う

こ
Ｌ
が

明
白

に
な

つ

推

進

会

議

に

よ

り

採

択

さ

れ
」

一『
ア
ィ

ヌ

の
権

利
と

は

何
か
』

Ｐ

勇

）
た
。

一
集

徴
キ

ーーー‐

」

は

、

白

ヒ

町
に
近

い
ホ

ロ
ト

・
コ
タ

ン

に
あ

る

旧

ア
イ

ヌ
民
族
博
物

館

一
１

９

６

０
年

に
開

館

、

２

０

１

８
年

３

月

に
開

鎖

一

の
敷

地
内

に
建

設
さ
れ

．
国

立

民
族

共

生

公
園
、

戦

前

・

戦
後

に
略
金
さ

れ

ア
イ

ヌ
民

族

に

「
返
還

で
き
な

い
」
遺

骨

の
慰

霊
施
設

の
二

つ
が
■

要
要
素

と
さ
れ

た
。
ウ

ポ
ポ

ィ
は
．

２
０
２

ｏ
年

の
東
京

オ
リ

ン
ビ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン

ビ

ッ
ク

の
開
継

に
合

わ

せ
た

タ
ィ

ミ

ン
グ

で
、
か
な

り
強

行

ス
ケ

ジ

ュ
ー

ル
で
開
館
が

計

画

さ

れ

た
。

（
し

か

し
、

２
０
年

の
五
輪

は

コ
ロ
ナ
禍

で
延
期

さ
れ
た

）

ア
イ

ヌ
政
策

推
進
会

議

の

作
業
部

会
は
．

２
０
１

７
年

１
２
月
か
ら
わ

す
か

３
カ
月

で
あ

る

が
、

当
■
者

で
あ

る

各
地

の
ア
イ

ヌ

ヘ
の

「
ア
イ

ヌ
政
策

再
構

築

に
係

る
地
域

説

明
会

」
を

始

め
た

。

政
策

再
構
築

の
た
め
の
、
先
住
民

２

ｏ
１
６
年

．

ア
イ

ヌ
政
策

サ

ア
イ

ヌ
民
族

博
物
館

、
国

一
い
歴
史

に
か

か
わ

り
、

日
本

族

ア
イ

メ

の
人

々

の
意

見

・

要
求
な

ど

の
聴

取

・
確

認

で

は
な

く

、
あ

く
ま

で
も

Ｌ
か

ら

の
「
地
域

説
明
会

」
で
あ

っ

た
。

そ

れ

で
も

北
海
道

各
地

の
ア
イ

ヌ
２
８

６
人
が
参
加

し
た
と

い
わ

れ

る
。

そ

こ
で

の
Ｉ

な

意
見

は
、

次

の
よ
う

な

も

の
で
あ

っ
た
。

１
　

先

住
民
族

と
し

て

の
ア

イ

ヌ
の
社
会

的

立
場

を
法
律

に
明
記
す

る

こ
と
。

２
　

ア
イ

ヌ
に
国
有

地

で
活

動

す

る

権

利

を

与

え

る

こ

と
．

３
　

伝

統
的

な
漁
業

権

の
復

興
、

伝

統
的
な

生
活
習
性

の

創
出

の
場
を

北

海
道

各
地

に

創

設
す

る

こ
と

．

■
　

自

律
的

な

経
済

社
会
活

動

の
支

援
。

政
府

の
正
式
な
謝
罪
な
ど
、

い
く

つ
も

の
重
要
な
要
求
も

あ

っ
た
。

地
域
説
明
会
が
終
わ

っ
た

後
の
２
０
１
８
年
５
月
、
ア

イ
ヌ
政
策
推
進
会
議
が
採
択

し
た
作
業
部
会
報
告
書
が
公

表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
こ

れ
ら
の
提
案

（
＊
地
域
説
明

会
で
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
提

案
）
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て

検
討
す
ら
し
て
い
な

い
こ
と

が
明
ら
か
で
し
た
ご

（『
ア

イ

ヌ

の
権

利
と

は
何

か
』

Ｐ

」
』
）
Ｌ
、
テ
ッ
サ

・
モ
ー

リ
ス
Ｈ
ス
ズ
キ
氏
に
批
判
さ

れ
て
い
る
。

「
意
見
聴
収
」
は
、
ま
さ

に
体
裁
を
取
り
繕
う
も
の
で

あ
り
、
完
全
な
ア
リ
バ
イ
証

明
で
し
か
な
い
。
本
当
に
ア

イ
ヌ
政
策
の
た
め
の
意
見
聴

取

で
あ
る
な

ら
ば
、　
マ
ス

タ

ー
プ

ラ

ン
が

で
き

る
前

に
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
か
ら
行

な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
和

人
卜
導
で
、
和
人

の
た
め
の

「
ア
イ

ヌ
政
策
再
構
築
」
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
意
見
聴

取
」
は
お
ざ
な
り
で
あ
り
、

「
意
見
聴
取
」
と

い
う
よ
り

も
、
あ
く
ま
で
も
政
府
の
方

針
の
説
明
な
の
で
あ
る
■

つ

づ
く
）

一
Ｄ
Ｎ

Ａ
は
ヶ

′

ム
情

報

を
刻

ん
だ
物

質

（デ
オ
キ

シ
リ
ボ

核
酸

）

で
あ

る
．

Ｄ
Ａ

Ｎ
は

ス
ク

レ
オ
チ
ド

と

い
う

分
ｒ

が

つ
な

が

っ
て
出

来

て

お

り
、

ス
ク

レ
オ

チ
ド

は
デ
オ

キ

シ

リ

ポ

ー

ス

（
粘

〓
　
リ

ン
酸

．
塩
某

（
酸
と

反
応
し

て
塩

〈
え
ん

）
を
生

ず

る
化

合
物

）

の
３

つ
の
部

分

か
ら

構
成

さ

れ

て

い
る
。

塩
基

に

は
．

ア

デ

ニ
ン

「
Ａ

）
、

シ

ト

シ

ン

（
Ｃ

）
、

グ

ア

ニ
ン

（
Ｃ

）
、　

チ
ミ

ン

（
Ｔ

）

の
４

種
類

が
あ
る
。

「
Ａ
は
Ｔ
と
、

Ｃ
は

Ｃ
と
結

合

し
て

１
重
ら

せ
ん
構

造
を

と

る
。

細

胞

の

中

で
は
、

こ

の

１
重

ら

せ
ん

の
鎖

に
ヒ

ス
ト

ン
な

ど

複
数

の
タ

ン
パ
ク
質

が
か

ら

み

つ

き
、

折

り
た

た

ま
れ

て
細
胞

核
と

呼
ば
れ

る
場
所

に
格
納

さ
れ

て

い
る
。

こ
の
折

り
た

た

ま

れ
た
構

造
体
が

『
染
色

体
』

で
あ

る
」

（
同
前

）
。

人

間

の
ゲ

ノ
ム
に
は
お
よ

そ

３

２
億
個

の
塩
基

体

（
二

重

ら

せ
ん
を

形
成
し

て

い
る

も

の

）

が
合

ま

れ

て

い
る
。

人
間

の
染
色

体

は
、

４

６
本

か
ら

構
成
さ

れ

て
お

り
、

そ

の
う

ち

■
１
本

は
常

染
色
体

で
あ

り
、
２
本
が
性

染
色
体

で
あ

る
。

こ
の
４
６
本

は
母

親
か

ら
受
け

継

い
だ

染
色
体

２

３
木
と
、

父
親
か

ら
受
け

継

い
だ
染
色

体

２
３
本

で
あ

る
。

ど
ち
ら

の
規
か

ら
も
同

じ
よ

う
な

２

２
本
が

伝
わ
る

が
常

染
色
体

で
、

ヽ
染
色
体

と

ヽ
染

色
体

の
２
種

類
が
存

在

す

る

の
が
性
４
色

体

で
あ

る
。

女
性

の
場

合
は

ヽ
４
色

体

が

２
木
、

男
性

の
場
合
は

ヽ
４

色
体
と

ヽ
４
色

体

が
１

た司
国
「
月司
引
劇
剰
「川

釧
川
冽
劇
諷
剖
州
「ｑ
劇
却「口

な

っ
た

。

す

な

わ

ち
、
『
尺

種
』

に
は
生
物

学
的
実

質

は

伴

わ
な

い
と

い
う

こ
と

が

、

研
究
者

の
あ

い
だ

で

コ
ン
セ

ン
サ

ス
と
な

っ
た
。

」

（同

前

Ｐ

』
ｏ
伽
～

Ｏ
ｏ
∽
）

の

で

あ

る
。
白

色

人
任
―

黄
色

人

権

―

黒
色

人
種
と

い
う

ヒ

エ
ラ

ル

ヒ

ー

の

誤

り

（
人

種

差

別

）
が

、

Ｄ
Ｎ

Ａ
分
析

で
も

一
薬
付
け

ら

れ
た

の
で
あ

る
。

こ

の

た

め
、

旧

来

の

第
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「河
法
の
劣
化
を
許
さ
な
い
６

・
１７
最
高
裁
共
同
行
動
」
に
９
５
０
人
超
　
　
　
一

東

京

電
力

福
島
第

一
原
発

事

故

か

ら

Ｈ

年

が

た

っ
た

２

０

２

２
年

の
６
■

１７

日
、

こ

の
未

曽
有

の
事
故

で
国

の

賠

償
責

任
を

否
定
す

る
最
高

裁

判

決

が

初

め

て

出

さ

れ

た

。
そ

の
判

決
か

ら

２
年

目

の
先

日

６

月

１７

日
、
「
司

法

の
劣

化
を

許
さ
な

い
６

・
１７

最
高
裁

共

同
行
動
」

が
部

内

千
代

田
区

の
最
高
裁

判

所
用

辺

で
開

わ
れ

、

９
５

０
名

以

上

の
労
働
者

・
市

民
が
結
集

し
た
。

「
最

高

裁

の
不

「

判

決

を

許

せ

ば

、

再

び

深

刻

な

原

発

事

故

が

引

き

起

こ
さ

れ

る
」
と

の
思

い
か
ら
実

現

し

た

、

画

期

的

な

共

間

で

あ

り

、

「
原

発

事

故

は

国

の
責

任

」
、
「
司
法

の
独
立

は
ど

こ

行

っ
た
！

」
な

ど

の
声
を

上

げ

た
。

ｌｉ
伴

は
．

原
発
事

故

被
害

者

訴

訟
原
告

団
全

国
連

絡
会

や
福

島

原
発
刑
事

訴
訟

支
援

団
な

ど

、
脱
原
発

・
原

発

訴
訟

・
人
権
を

め
ぐ

っ
て

開

う

諸

団

体

で

構

成

す

る

６

・
１７
最
高

裁

共
同
行
動
実

ｒ
行
委

員
会
。

希
望
あ

る
共

同

行
動

が
、
今

後
も

引
き
続

い

て
闘
わ
れ

る

こ
と

が
期
待

さ

れ

る
。

２
年

前

の
最

‐
， ，

裁

第

２
小

法

廷
は
、
生

業

訴
訟
お

よ
び

群

馬

・
千
葉

第

一
昨

・
え

ひ

め

の
原
発

被
害
者

訴
訟

の
４

訴

訟

に
．

国

の
損
害
賠

償
責

任
を

否
定
す

る
不
当
判
決
を

下

し

た
。

判

決

は
、
「
♯

故

当
時

の
汁
波

対
策

は
防

潮

堤

等

の
設
置
を

基
本
と
す

る

も

の
で
あ

り
、

発
生

し
た

地
震

に
よ
る
津
波

は
、

想

定
よ

り

は

る
か

に
脱
性

の
た
き

い
も

の

で
」

「
仮

に
経

済

産

業

人

臣
が
東

電

に
汁
波
対
策
を

命

し

て

い
た

と

し
て
も
、

■
故

が

発
生
す

る

可
能

性

が
相

当

に
あ

っ
た

」
と

し
た
。

し

か

し

最

高

裁

判

決

は
、

「
原

発

は
、

万
が

．
に
も

事

故

を

起

こ

し

て

は

な

ら

な

い
」
と

し
た

伊
方

原

発
最
高

裁

判
決

に
反

し
、

ま

た
高
裁

判
決

で
確
定

し
た
Ｉ

実
認
定

に
も

反
し
た

反
動

判
決

で
あ

る
。こ

の
２

２
年

６

・
１７
最
高

裁

判

決

の
以

降

現

時

点

で
、

全

国

で
出
さ

れ
た

８

つ
の
高

裁

判
決
と

４

つ
の
地

裁
判
決

の
い
ず
れ

も

６

・
１７
判
決
を

模

し
た
判
決

が
出
さ

れ
、

国

の
責

任

を

認

め

て

は

い
な

い
。
今

後
様

々
な

裁

判

で

こ

れ

に
追
随
す

る

の
は
確
突
だ

ろ
う
。

岸

田
政
権

に
よ
る

原
発
推

進

国
帰

に
よ

っ
て
、

原
発
事

故

の
危

機

は

拡

大

し

て

い

る
。

最
高

裁
判
決
を

こ
の
ま

ま
許
す

こ
と
な
く
、

被
告
全

面
補
償
と

過
酷
事
故

防
止

の

両
方

で
、

国
″

法

的
責
任
を

明
確

に
さ
せ

る

こ
と

が
求
め

ら
れ

て
い
る
。
日

の
責

任
を

明
確
化

し
、

原
発
廃

正
政
策

に
向
か
わ

せ

る
。

◎
前
段
集
会

行
動
は
、
メ
イ
ン
の

「
人

間
の
鎖
」
を
前
に
、
前
段
集

会
と
最
高
裁
要
請
行
動
が
最

高
裁
西
円
付
近
で
行
な
わ
れ

た
。前

段
集
会
は
、
共
同
行
動

の
実
行
委
員
長
で
い
わ
き
市

民
訴
訟
原
告
団
の
伊
藤
遺
也

さ
ん
の
挨
拶
で
開
始
＾
伊
藤

さ
ん
は
、
「
６

・
１７
最
高
裁

判
決
以
降
、
最
初
に
話
訟
を

起
こ
し
た
の
は
我
々
だ
。
最

詐
さ
な

い
！
」
「
彼
害
者
救

済
ど

こ
い

っ
た
！
」
「
未
来

に
誇
れ
る
判
決
を
１
」
の
声

が
最
高
裁

一
帯
を
包
み
込
ん

だ
。こ

の
１
時
間
に
渡
る
行
動

で
終
了
、
開
い
の
継
続
を
誓

い
合

っ
て
、
各
現
場

へ
散
会

今

回

の
最
高
ル

共
同
行
動

で
．
各

種

の
原
梵

訴
訟

の
問

い
．
各

地

の
再
稼
働

反
対

の

運

動
な

と
な
ど
全
国

に
多
数

の
１１１
体
が
存
在

し
．
そ
れ

ぞ

れ

の
開

い
が
展
開
さ
れ

て

い

る

こ
と
が

改
め
て
実
感
さ

れ

た

。

こ
れ
ま

で
も

具
体
的

課

題

で
連

帯

し
て
開

う
必
要

は

叫

ば
れ

て
き
た
が
、
今

回

の

共

同
行
動

は
ま
さ

に
画
期

的

な

開

い
と

し

て
打

ち
抜
か

れ

た

と
言
う

べ
き
だ

。

必
要

に
応

じ
て
共

同
行
動

を

広
範

に
組
織

し
、

反
動
判

決

を
許
さ
ず
、

自

公
政
権

の

原
発
推

進

政
策
を
打
倒

し

て

い
く

こ
と

が
求
め
ら
れ

て

い

る
。
一
（
に
開
わ
ん
―

（東

京

０
通

信
員

）

思

わ

れ

る
‐

こ

の
視

容

で

は

・・
―

実

際
よ

く
見

て
分
か

つ

た
」

「
け

「
こ
う
人
変

な
Ｌ

合
」
、

「
ど
う
考

え

て
も

に
■

は

９
月
に
終
わ

ら
な

い
」
竿

の
意

見

が
出

さ

れ

た
。

「
Ｌ

■
再

開

は
来
年

か
」

「
ヽ
月

に
再

稼

働

延

期

を

発

表

か

」

と

の
声
も
あ

る
。

規
制

庁

の
要
語

に
、

原
電

の
村

松

術

社

長

は
、

「
今

年

９
月
ま

で

の
●
期
は
非
常

に

厳

し

い
」
と
繰
り

返
し

て

い

る
が
．

工
期

の
変

更
を

．
度

も

‐―

に

し

て

い
な

い
。

「
規

制
庁

が
ど

こ
ま

で
本
気

か
は

疑

問
．

厳

し

い

こ
と

は
言
う

け
ど

」
と

の
識
者

の
声

も
あ

る
。

９
月
再
稼
働

阻

‐―．
・
廃

炉

の
声
を
高

め
、
追
撃

す

る

必
要
が
あ

る
。

他

の
画

稼

働

情

勢

で

は
、

こ
の
か

ん
関

西
電

力
が
．
美

浜

３

号

機

を

突

破

［

に

高

浜

１
・
２

号

機

の
老

朽

原

発

を
、

ま
た
高

浜

３
号
機

、
大

飯

３
・
４

号

機

を

再

稼

働

さ

せ

た
。

円

電

は
、

「
使

用

済

み
核
燃

料

の
中

間
貯
歳

施
設

を

２

３
年

末
ま

で

に
襦

片
県

外

に
搾
す
．
投

せ
な
け
れ

は

と
朽

原
発
を

停

‐ｌｉ
す

る
」

と

い
う
約
束
を

反
設

に
し
、

福

片

県
杉
木
知
■

も

こ
の
約
束

班

反
を
容

認

し
て

い
る
．

司

法

も
、

こ
れ
ら
と
朽

原
発

の

運
転
差

し
正
め
仮

処
分
を
今

作

次

々
と
却

ド
し
た

。

こ
れ

ら
を

許
さ
ず

．

６
月

９

日

大

阪

市

う

つ
は

公

国

で
、
「
と

め

よ

う
！

原

発

依

１
１
０
０
人
が
参
加
。
志
賀

原
発
廃
炉
訴
訟
原
告
円
の
北

野
進
さ
ん
が
参
加
し
、
能
囃

半
島
地
震

の
教

訓
を
訴

え

た
。
志
賀
原
発
（北
陸
電
力
）

ビ

ン
故
障

、
周

辺

モ

ニ
タ
ー

故

障
な

ど
を
起

こ
し
．
通

路

は
■
断
さ

れ
た
。

原
発
震
災

に
、
安

全
な
避

難

・
屋
内

選

避
は
無

い
。

６

月

加

日
、

金

沢

市

で

「
さ

よ

な

ら
―

志

賀

原

発

全

国

集

会

い
金

沢

」

が
、
「
能

登
半
島

地

震
は

最
後

の
警
告

だ
！

」

を

掲

げ

て

行

な

わ

れ
．

１

１

０

０

人

が

参

加

‐

卜

作

は
．

訴

訟

原

告

団

な

ど

に

よ

る

同
集

会

実

行

委

、

共

催

・
さ

よ

う

な

ら

原

発

．
千

万
人

ア
ク

シ

ョ
ン
で
あ

る
が
、

実
行
菱

に
は
全
国

か

ら
非

常

に
多
く

の
団
体
が

名

を
連

ね
、
志
賀

原
発

彼
災

ヘ

の
広

い
注

目
が
伺
わ

れ
た

。

島

根

原
発

２
号
機

（中

国

電
力

、
松

江
市

）

の
画
稼

働

期
さ
れ
た
．

５
月

１５

日
広

島

高

裁

松

江
支

部

が

、

島
根

・

鳥
取
県

民
が
求

め
る
差

し
正

め
仮

処
分
を
却

ド
、

同

況

日

島
根

県

丸
山
知

事

が
再
稼

働

庁

所

在

地

の
立

地

で
あ

り
、

周

辺

３
０
キ

ロ
圏
内

４
５
万

人
は
か
な

り
多

い
。
中

国
電

力

に
よ
る
Ｌ
関

・
中

間
貯
蔵

施

設
建
設

の
策

動

も
大
問

題

だ
。岸

―■
白

公
政
権

Ｌ
電
力
資

本

の
原
発
暴
走
を

、
企

１■

各

地

か
ら
止

め
よ
う
―
■

Ａ
）

社

民
党

の
福
島
瑞

穂
参
院

議

員

は
．
「
今

日

会

で

は
、

有
奮

に
向
け

て
た
く
さ

ん

の

法

雀
が
成
立

し
た
．
安

任

３

蛯
■

の
具
体
化
だ
．
岸

―‐―
は

改
憲

に

つ
い
て
も
、

規
制

法

成
立
後

の
党
首
討
論

で
、

明

日
の
憲
法
審
在
会

で

一
歩
略

み
出

す

な

ど

と

発

〓

し

た
。

‐１
日
成
立
の
人
管
法
政
悪
案

も
、
定
住
外
国
人
の
永
住
権

は
く
奪
を
可
能
と
す
る
も
の
．

で
、
戦
争
と

一
体
の
排
外
ト

義
の
攻
撃
で
あ
る
。
戦
時
の

食
糧
作
付
強
制
を
意
図
し
た

食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
法

も
制
定
さ
れ
た
。

発
言
は
そ
の
他
、
立
民
の

打
越
さ
く
良

（
新
潟
）
、
共

産
の
―■―
村
智
ｒ
の
両
参
院
議

員
か
ら
も
。
　

　

，

市
民
発
言
で
は
、
保
坂
展

人
肛
」１１
谷
区
長
が
登
壇
。
「岸

ｍ
政
権
が
地
方
向
治
法
を
改

悪
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
同
は

コ
ロ
ナ
の
時
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
在

を
や
り
過
ぎ
な
い
よ
う
指
示

し
た
。
検
在
を
抑
制
す
る
国

は
性
界
に
無
い
。
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

在
を
や
る
体
制
を
作
る
べ
き

だ

っ
た
。
由
治
体
に
任
せ
る

べ
き
だ

っ
た
の
だ
。

つ
ま
り

国
が
ね
ら
う

の
は
戦
争
体

制
。
必
要
な
の
は
国
の
指
示

権
拡
大
で
は
な
く
白
治
権

の

拡
大
だ
」
と
指
摘
し
た
。

改
憲
問
題
対
策
法
律
家
６

団
体
連
絡
会
の
大
江
京
子
弁

護
十
は
、
「
憲
審
で
は
、
緊

急
事
態
で
の
議
員
任
期
延
長

が
焦
点
。
民
主
主
義
を
破
壊

し
て
ず

っ
と
議
員
で
い
た
い

と
言

つ
て
い
る
ご

「
改
憲
派

は
ゆ
う
に
３
分
の
２
を
超
え

て

い
る
。

し
か

し
て
き
な

か

っ
た
。
運
動
が

阻
上

し

た
。
改
憲
の
論
理
も
破
綻
し

た
」
と
発
言
。

そ
し
て
最
後

の
発
言
´

は
、
都
知
事
選
候
補
嵩
選
ろ

委
員
会
の
字
都
官
健
児
弁
謹

上
。

「
い
よ

い
よ

明

日

は

部

一

知

１，
選

の
告

示

日
で
す
。
私

一

た

ち

は

５
月

ｒ
日

の
選
ろ
委

員

会

で

■

筋

さ

ん
―

と
減

め
．
ｔ
肪

さ

ん
も

人
生
最
大

の
決

断

と

し

て
応

え

て
く
れ

ま

し
た

．
昨

――

の
中

野
ゼ

ロ

ホ
‐

，‐ン　
・
６

・
い
都

政
を
変

え

よ

う

オ

ー

ル
東

京

人

集

会

一
は
た

い

へ
ん
な

熱
気

て

し
た

。
市

民
と

野
党

の
共
闘

で
．
人

に
や
さ

し

い
進

肪
部

最
後

に
、

総

が
か

り
■

共

同
代
表

の
菱

山
南

帆

ｒ
さ

ん

が
、

「
岸

田

は

い

つ
ま

で

こ

の
悪

政
を

続
け

る

の
か
。
私

た

ち

は

開

い

の

キ

ア

を

．

つ
上

げ
、

岸

―――
政
締

打

倒

・

さ

よ

な

ら

白

民

党

を

掲

げ

る
！
」

と
訴

え

つ

つ
、

以
下

行
動
提
起
。

７
月

７
日
、
東

京
都
知

事

選
挙
投

票
。

１０

日
、
市

民
集

会

・
と
り

も
ど

そ
う
立
憲

主
義

と
平

和

憲

法
、

参

院

議

員

会

館

識

堂

・
午
後

２
時

。

１２
日
、
有
楽

町
ウ

ィ
メ

ン

ズ

ア

ク

シ

ョ

ン
、

午

後

６

時
。”

日
、
第

１
０

４
回

「
”

の
日
」
行
動

、
議

員
会
館
前

・

午
後

６
時
半

。

な

お

９
月

の
第

１

０
６
同

「
的

の
日

」

行

動

は
、

日
比

谷

野
音
を

予
定
。

■
月
衆
院

３
補
選

の
以
降

も
、

５
，
６
月
と
各
地

の
白

治
体
市

長
選
挙

な
ど

で
自
民

系

が
負

け
続

け

て

い
る
。
朝

日

新

聞

６

月

１５

日

調

査

で

は
、

自

民
莞

支
持

率

は
初

め

て

三
割

を

切

っ
て
１

９
％
と

な
り
、

自

民
党

の
金
権

体
質

は
変

え
ら
れ
な

い
と

の
回
答

は
８

■
％

に
達

す

る
。

し
か

し
、　

一
連

の
地
方
選

の
多
く
は
低
投
票
率
。
有
権

一
者
の
山
は
動
か
ず
で
は
、
さ

よ

な

ら

自

民

党

に

は

絆

速

い
。
部
知

Ｉ
選

は
現
職

小
池

＝
実

質

白

民

党

と

の

ｉｌｉ

面

戦
、

山
は
動

く
か
、

動

か
せ

る

の
か
。

一東

京

〇
通
け
員

一

た

、
そ

し

て
最
高

裁

は
．
審

理

を

し

な

い
と

決

定

し
た

。

最
高
裁

は
未
来

に
誇

れ
る
決

断
を

ド
す

こ
と
が
使

命
。

司

法

の
劣

化

を

許

さ

な

い

た

め
、

こ

の

行

動

を

企

画

し

た

」
と

経
過
を
報

告

し
た
＾

次

い
で
福
島

原
発

刑
事

訴

訟
支
援

団
．
武
藤

類

子
副

団

長

は
、
「
最

高

裁

に
力

を

合

わ

せ

一
つ
の
行
動
を

行
な
う

こ
と

に
、

大

き
な

力
を
感

じ

て

い
る
。
東

電

刑
事

裁
判

は

現

在
、
最

‐
●ｉ
裁

第

２
小
法

廷

で
係
属
。
東

電
と
癒

着

し
た

巨
大
法

律
事
務

所
．
西
村
あ

さ

ひ
法
律

事

務

所

の
元
代
表

草

野
耕

．
裁

判
官

の
同
避
を

求

め

て
、

２

ノ′
筆

以
上

の
７

名
を
集

め
た
。
裁

判
官

に
は

束
電
株

Ｉ
代
表

訴

訟

の
木

村

結

さ

ん

は
、
「
２
年

前

の

７
月
Ｂ

日
に
勝
利

判
決
が
出

た

。
勝

利

の
要

因
は
、
裁

判

官

と

し

て
初

め

て
現

場
検

証

を

し

た

こ

と
．

も

う

一
つ

は
、

証

人

の
技
術
者

が
水
密

化
は

一
般
的

な
技

術

で
対
策

も

安
価
と

証
言

し
、

裁
判
官

が

こ
れ

を

受

け

正

め

た

こ

と

．
裁

判
官

の
想
像

ヵ
や
市

民
感
性

こ
そ
が

正
当
な
判
決

の
要
」
と
指
摘

し
た

。
高
裁

で

の
１０

・
わ
原
発
快

地
内

■

地
進

行
協

議
、

１１

・
一
最
終

弁
論

の
日
程
を

報
告

し
た
。

子
ど
も
脱
祉

ば
く
裁

判

原

告

団

の
へ
′
野

寿

ｔ

男

さ

ん

高
裁

に
Ｌ
告

し
．
審

議
を

し

一
裁

に

提

訴

す

る

も

却

ド

さ

一
摩

川
太

鼓

に
合

わ
せ
た

コ
ー

直
す

こ
と

こ
そ

正
道

．
仙
台

一
れ
、

仙
台
高

裁
も

．
常

判
決

　

ル
と

う
ち
わ
行
動

、
そ

し

て

高

我

は
、

国

が

何

も

し

な

　

と
同
様

の
結

果
で
、
今

て
行

　

３
分

問

ス
ピ

ー
チ
を

３
波

に

か

っ
た

の
は
問
題
と

言

い

つ

一
政

の
裁

景
権

と

し
た

。
裁

判

一
渡

っ
て
級

り
広

げ

て
、
最
高

つ
、

し
ぶ

し
ヽ
国

に
迫

随

し

　

て
は
、

「
法
が

ｒ
ど

も
た

ち

　

裁

を

糾

弾
。

「
６

・
１７

判

決

を チ あ 内 た を 地

公
平
中
立
な
立
場
が
必
要
」
一
　

発
言
は
こ
の
他
．
原
発
避

一
東
海
村
）
の
防
潮
堤
基
礎
部

と
訴
え
た
。　
　
　
　
　
　
　
．

難
者
の
住
宅
追
い
出
し
を
許

一
分
で
、
昨
年
１
月
に
施
工
不

は
、

「
ｒ

ど

も

た

ち

を

護

り

一
え

る
人

々

の
怒
り

の
渦

の
中

た

い

．
心
で

１
１
年

価
島

地

一
で
開

い
が
開
始

さ

れ
た
。
多

を

設

ら

ず

ど

こ

が

誰

る

の

か

と

怒

り

の

声

が

上

が

っ

た
。
国

に
人
生
を
変

え
ら
れ

た

ｒ
ど

も
た

ち

に
向

き
合
わ

す

に
、
裁

判
官
と

言
え
る

の

か
―

」
と

人
人
た
ち

の
責
任

を

訴

え
た
。

そ
し

て
、

止
め
よ
う
！
束

海
第

二
原
発
首

都
圏
連
絡

会

が

挨

拶
。

「
最

高

裁

の

民

事

不
当
判
決

は
、
再

稼
働
差

ｌＬ

訴

訟

に
も
影
響

す
る
。

水
戸

裁

は
東
海
第

ｊ

の
両
稼

働

認

め

な

い
判

決

を

出

し

り

得

る
。

し

ュ
ー

マ

ン

ェ
ー

ン
で
各

団
体

の
垣
根

越

え

て

つ
な

が

ろ

う
―

」

容
が
か
灘

臨

鵬

一
【志
賀
原
発
】

し

た

＾

・
　

束

海
第

―
原
発

（茨

城
県

と
呼
び

か
け
た
．

し
を
含

め

て
検
討

す
る
よ

う

求

め
た

。

翌

１９
日

の
定
例
会

見

で
山

中

仲
介

規
制
委
員

長
は
．
「
不

具
合

の
全
体
像
が
見
え

て

い

な

い
。
き

っ
ち
り
検
在

し

て

設
計

に

つ
い
て
再

検
討

し

て

は
し

い
。

造
り
直

し
を

合

め

て
検
討

し
て
頭
く

必
要
が
あ

る
」
と

発

言
し
た
。

こ
れ

ま

で

い
木

原

電

は
、

「
コ
ン
ク

リ

ー
ト

補

修

と

共

礎

中

心
部

へ
の
鉄

筋

の
追
加

配
筋

で
問
題
な
し
」

の

．
点

張
り

で
、

規
制
庁

も
容

認

し

て

い
た
．

そ
も

そ
も
今
回

の
脱
制

庁

の
要
請

は
再
は
働
を
前

提

と

し
た
発

言

で
は
あ

る
が
、

こ

の
か

ん

の
百
稼
働

反
対
派

の

指
摘

や

．

５
月
ン
ロ
に
賞

施

さ

れ
た

周
辺

６
市
村

市

長

の

視

察

も

影

響

し

た

も

の

と

さ

な

い
会

、

ひ
だ

ん

れ

ん
、

建

設

ア

ス
ベ

ス
ト

訴
訟
な
ど

―
数

団
体
が

発
言
。
最
高

裁

南

円

で

の
要
請
書

提
出

行
動

が
質
徹
さ

れ

て
、
行
動

前

段

が
終

了
．

◎
ヒ

ュ
ー

マ
ン
チ

ェ
ー

ン

午
前

――
時

‐１０
分
、
最
高
裁

ｌｌｉ
門

に
向

つ
て
続

々
と
参

加

者

が

駆

け

付

け
、

予

定

の

７

０
０
名
を

上

回
る

０

０
０

名

に
よ

っ
て
、
最
高
裁

を

包

田
す

る

「
人
間

の
鐘

」

が

，

定

の
“
分
前

に
完
成

し
た
。

そ

し

て
正
午
か

ら
プ

ロ
グ

ラ
ム
再

開
、

９
う

ｏ
名
を
超

備

が
見

つ
か

っ
た
問

題

に

つ

い
て
、

原

子
力
規
制

庁
が

い

木

原
電

ｍ

に
当
該
部

分

の
建

て
直

し
を
合

め

て
検

討
す
る

よ
う

求

め
た

こ
と

が
判

明
し

た
。６

月

“
日

の
原
ｒ
ヵ

規
制

委
員
会

客
査

会
合

で
規

制
庁

の

担

当

者

が
、

原

電

の

行

な

っ
た

Ｏ
ｉ‐
響
審

査

に
は
充
分

な

信

頼

性

が
無

い
と

指

摘
。

地

中
を

掘

っ
て
採
取

し
た
サ

ン
ブ

ル

の
分
析

結

果
等

も
科

学

的
合

岬
性

が
薄

く
、

不
備

の
全
容

を
把
握

で
き

る
も

の

で
は
な

い
と

発
言

し
た
。

そ

し

て
、

鉄
筋

の
変

形
も

ふ
ま

え

て
防

測

堤

の
設
計
自

体
を

技

本

的

に
変

Ｌ

し
、

下
備

の

見

つ
か

っ
た
部

分

の
建

て
直

国
会

の
実
質

２１
口
閉
会
を

前

に
し
た

６
月

゛
日
、
茶
器

の
改

―■
政
治
資
金

規
制
法
案

が
自

民

・
公

明

の
み

の
賛
成

に
よ

っ
て
成

立

し
た

。
岸

田

白

公
政
権

の
支
持

率

の
ほ
う

は
、

日
民
党

の
政
権

復
帰

以

来

最

低

の

１

６
・
・１

％

（
――■

事

通
信

６
月

７
日
調
在

）
に

落
ち

こ
ん

で

い
る
。

こ
の
中
、
各
地

で

「
”

の

――
」

行
動

が
、
喪

カ
ネ
膚

咬

の
白

公
政
権
を
糾

弾

し

て
行

な

わ

れ

た
。

東

京

で

は

タ

刻
、

１

０

３

‐‐‐‐

日

の

行

動

が

「
ｉ

ｌ・

ｏ
Ｅ

Ｎ

Ｄ

白

民

党

政

治

６

・
”

国

会

正

門

前

行

動

」

と

し

て

行

な

わ

れ
、
議

事
ヤ
前

に
労
働
者
市

民

１

０

０

０

名

が

結

集

し

た
。
主

催

は
、

戦
争
さ

せ
な

い

。
９
条
壊

す
な
Ｉ
総

が
か

り

行
動

実

行
委
と

９
条

改
憲

Ｎ
Ｏ
！
全
国
市
民
ア
ク
シ
ョ

ン

．行
動
は
、
戦
争
さ
せ
な
い

千
人
た
の
準
裕
と
さ
ん
に
よ

る
卜
件
者
挨
拶
で
開
始
、
「
本

日
参
院
本
会
議
で
、
改
正
駆

―ｌｉ
法
が
自
公
の
強
引
な
採
決

で
成
立
し
た
‘
わ
ず
か
２
７

時
間
の
需
議
で
多
く
が
検
討

中
と
い
う
内
容
だ
。
火
の
に

に
な

っ
て
改
革
の
先
頭
に
上

つ
と
い
う
が
、
い
か
に
デ
タ

ラ
К
か
．
白
公
政
権
は
直
ち

に
選
障
す
べ
き
た
１
」
と
怒

り
の
ア
ピ
ー
ル
．

政
党
挨
拶
で
は
、
沖
縄
の

風

・
高
良
鉄
美

参
院

議
員

が
、
「
防
衛
大
に
は
辺
野
占

Ｎ
Ｏ
で
沖
縄
の
民
意
が
示
さ

れ
た
時
、
永
田
町
の
民
意
も

あ
る
と
発
言
。
そ
の
後
国
は

理
立
変
虹
承
認
の
代
執
行
の

手
続
き
を
し
、
今
年
１
月
―‐

事
を
強
行
し
た
。
沖
縄
で
は

地
方
向
治
法

の
改
悪

が
始

ま

っ
て
い
る
．
対
等
で
は
な

く
上
ド
関
係
だ
」
と
批
判
し

た
、

終
＝
国
会
で
は
６
目
的

・
日
、
緊
急
時
に
国
の
指
示
確

一
を
拡
大
す
る
地
方
向
治
法
改

一
悪
案
が
成
立
さ
せ
ら
れ
た
、

【東
海
第
二
原
発
】

規
制
庁
も
欠
陥
工
事
指
摘

金
沢
で
６

ｏ
３０
今
回
集
会

存
社
会

へ
の
暴
走
」
人
集
会

一
は
、
安
全
対
策
工
事
の
遅
れ

が
行
な
わ
れ
、
各

地
か
ら

一
で
８
月
か
ら
今
年
口
月
に
延

は
十

い
停

――‐
中

で
あ

っ
た

一
容
認

コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
。

が
、
変
圧
器
油
漏
れ
、
タ
ー

　

島
根
原
発
は
全
国
唯
一
の
県

都
知
事
選

へ
檄
、
国
会
正
門
前
６
月

「
１９
の
＝
」
行
動

さ
よ
な
ら
自
民
党
政
治

白
公
政
権
を
必
ず
退
障
さ
せ

一
政
を
実
現
し
よ
う
！
」
と
訴

一
よ
う
！
」
と
訴
え
た
．
６
月

　

え
．
大
き
な
拍
手
．
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広
が
る
先
住
民
族
の
問
い
と
深
ま
る
先
住
権
思
想
⑬

（ｉ
）
大
部
分

の
遺
骨
を

ウ
ポ
ポ
イ
に
集
約

た
め
の

『
民
族
共
生
の
象
徴

と
な
る
空
間
』
の
整
備
及
び

管
理
運
営
に
関
す
る
基
本
方

針
」
を
閣
議
決
定
す
る
。
こ

こ
で

の
結
論

は
．

端
的

に

言

つ
て
、
「
無
断
で
持
ち
去

つ

た
人
骨
の
内
、
個
体
の
識
別

が
で
き
な
い
も
の
は
慰
霊
堂

へ
」
納
骨

（
和
人

の
論
理
）

（『
民
衆
史
遺
産
』
第

一
１
巻

Ｐ

』
０
・．）

ま
た
、
閣
議
決
定
は
、
「
先

住
民
族
に
そ
の
遺
■
を
返
還

す
る
こ
と
が
世
界
的
な
潮
流

と
な

っ
て
い
る
こ
と
」
を
ふ

ま
え
て
、
「
象
徴
空
間
に
遺

骨
等
を
集
約
し
、
ア
イ
ス
の

人
々
に
よ
る
尊
厳
あ
る
慰
霊

ｂ
婁
現
を
利
％
と
と
も
に
、

ア
ィ

ヌ
の
人
々
に
よ
る
受
人

囚
制
洲
劇
「■
「
「
【「

―――――
月「
「期

切
な
管
理
を
行
う
」
と
し
て

達

成

す
る
た
め

に
、
象

徴
空

間

に
は

ア
イ

ヌ
文
化
博
物
館

な

ど

と

並

ん

で
、

「
遺

骨

等

の
慰

常
及
び
管

理

の
た

め

の

施

設
」
を

設
置
す
る

と

し
て

い
る
。

こ

こ
で

い
う

「
ア
イ

ス
の

人

々
に
よ
る
受

人
体
制

が
整

う
ま

で

の
問
‥
…
」

と

い
う

閣

議
決
定

の
文

言
は
、
全
く

の

マ
ヤ

カ

シ

で

し

か

な

い
＾

ア
イ

ヌ
政
策
推

進
会

議
が
提

出

し
た
報
告
書

に
は
、

４̈
骨

を

「
研
究

に
寄

与
す

る

こ
と

を

可
能

に
す

る
」
状
態

で
保

情

す
る
と

い
う

こ
と

が
う
た

わ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

（『
民
衆
也

遺
″
』

第

一
三
巻

Ｐ

¨
′
ヽ

ま

た

、

閣

議

決

定
後
も

、

ア
イ

ヌ
政
策
推

進

会
議
第

．
八

‐‐‐―
政
策

推
進

作

壮

部

会

一
２

０

１

１
年

ｃ

月

１

８

日

）

で

は
、

「
返

還

で
き

る
遺

族

が

い
な

い
と

い

う
状

況
に
な

っ
て
き
た

と
き

に
は
．
研
究
対
象

に
な

り
得

る

」

（
同

前

　

Ｐ

」
ヌ
）

と

発

言
が
な

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、
集
約

し
た
遺

骨
を

研
究

対
象
と
す

る
意
図

が
繰

り
返

し
表

明
さ

れ

て

い
る
か
ら

で

そ

の
か

ら
く
り

は
．
各
大

学

等

に
保
管

さ
れ

て

い
る
遺

■

の
圧
倒
的
多
数

は
個

体
識

別
が

で
き
な

い

（
ア
イ

ス
の

葬

送
儀

礼
か

ら
す

る
と
当
然

の

こ
と
だ

が

一

こ
と
を
前
提

た
。文

部
科

学
省

の
調
査

に
よ

る

と
、

２

０

１

１

年

１

月

時

点

で
、

全

国

，

２

大

学

に
、

個
体

と

し

て
確
認

で
き

る

ア
イ

ヌ
遺

骨
は

１
６

３
６

件
、

そ

の
う
ち
個

人
が
特
定

で
き

る
可
能
性
が
あ

る
も

の

が

２
３
体

、　
一
人
分

の
選
骨

か
ど
う
か

さ
え
確

認

で
き
な

い
も

の
が

５

１
５
箱

分

で
あ

る

（
２
０

１
７
年

１
月

に
公

表

さ

れ

た

両

調

在

結

果

で

は
、

そ

れ

ぞ

れ

１

６

７

６

件
、

３
Ｓ
体
、

３
８

２
宙

分

と
さ
れ

て

い
る

■

圧
倒
的
多
数

が
、
佃

人
と

し

て
特
定

で
き

る

可
能

性

の

あ

る
選
十

で
は
な

い

の
で
あ

る
．

そ

わ

を

知

り

な

が

ら
、

政
府

は

「
返
選

て
き

る
遺
族

洲

・、
―

「
「
耐
し―『
Ц
引

・―、
―

「
測
ｄ

潤
「
＝
「
倒
剖
日
測
「
―

川
「
川

象

と
な

り
得

る
」
と
あ

え
て

記

し
た

の
で
あ

る
．

日
本
政

府

の
ゴ

マ
カ

シ
は
明
ら
か

で

一
あ
り
、

側
休
識

別
が
で
き
な

一
い
遺
■
を

研
究
対
象

と
す
る

一
魂

胆
が

す
け

て
見
え
る

の
で

一
あ

る
。

個
体
識

別
が

で
き
な

い
遺

仕

で
あ

ろ
う
と
も
、

ア
イ

ヌ

の
伝
統

的
な
儀

式

で
は

コ
タ

ン

の
た

に

返

す

べ

き

で

あ

り
、
決

し

て
特
定

の
施

設

に

保
管
す

る

こ
と

で
は
な

い
。

遺
骨

問
題

は
、

す

べ

て

の

遺

性
を

ア
イ

ヌ
民
族

に

返
還

し
、

ア
イ

ヌ
自
身

の
手

に
よ

る
慰

常
祭
を

行
な

う

べ
き

で

あ

ろ
う
。

い

つ
ま

で
も
遺

什

を
生
ま

れ
故
郷

の
十

に
戻
さ

な

い
こ
と
自

身

が
．

ア
イ

ヌ

民

族

に

対

す

る

侮

呼

で

あ

る
。

研

究

者

は

必

要

な

ら

は
、

ア
ィ

ヌ
の
中
か
ら

研
究

協
力
枠

を
募

り
．
Ｉ
寧
な

説

明

と

心

か

ら

の
納

得

を

得

て
、
あ

く
ま

で
も
対
等

な
合

意

の
う

え

で
遺

什
研
究

を
す

る

の
が
筋

で
あ

ろ
う
。

（”
）
遺
骨
返
還
運
動

は

次
々
と
続
く

２

０
１
■
年

１
月
．
紋

別

ア

イ

ヌ
協

会

（
出

山

敏

会

長

）
が
、
遺

骨

―
体

の
返
還

な

ど
を
求

め

て
、

北
満
道

人

学

を
提
訴
す

る
■

２
０

１
６

年

に
和
解
、

遺

十

返
選

）

こ

の
年

１

月
、

社

団

法

人

北

海

道

ア

イ

ヌ

協

会

一
２

０

０

８
年

に
北

海

道

ウ

タ

リ
協

会

か

ら

改

称

一
が

、

公
益
法

尺
北
海
道

ア
ィ

マ
脇

会

に
改

め
ら
れ

る
。

こ
ね

に

よ
り
、
各
芝
部

は
上

部

を
解

消

し

て
中
位

ア
ィ

ヌ
協
会

と

な
る
‐

ア

ィ

ス

の
過

性

返

選

を

求

め

る

提

訴

は

続

く
。

２
０
１
■
年
５
月
、
北
海
道

満
幌

町

の
浦
幌

ア
イ

メ
脇

会

（差
‐―――
正
樹
会
長
）
が
、

団
体
と

し
て
初

め

て
、
遺

■

６
４
体

の
返
還
な
ど
を

求

め

て
、
北
大
を

提
訴
す

る

（
２
０
１
７
年
、
和
解
、

こ
と
と
な
ら

た
た

め

て
、
「
裁

判

所
が
提

示

し
た

和
解

案

の

性

ｒ
は

．
被
告
は
身

元

不
明

の
遺
骨
も
合

め
て
す

べ
て

の

水

暫
也
著

『
新
版
　
学

問

の

暴

力
』

Ｐ

』
諄
）
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

出
し
た
の
で
す
。
私

（
＊
葛

野
次
雄
氏
）
は
新
ひ
だ
か
協

会

の
総
会

に
出
席

し
て
自

分

の
思

い
を
述

べ
、
自

ら

退
会
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

志
を

共

に
す
る
人
た
ち

と

２
０
１
９
年
９
月
、
静
内
町

神
森
生
活
館
で
新
た
に

『
静

内
ア
イ
ヌ
協
会
』
を
設
立
し

ま
し
た
。
静
内
の
た
く
さ
ん

の
ア
イ
ヌ
が
会
員
に
な

っ
て

く
れ
ま
し
た
。
静
内
ア
イ
ヌ

協
会
こ
そ
が
、
ア
ィ
ヌ
の
先

住
確
を
卜
張
す
る
私
た
ち
ア

イ

ヌ
の
集
り
で
す
ご

（『
ア

イ
女

の
権
利
と
は
イ‐，１
か
』
か

も
が
わ
出
版
　
２
０
２
０
年

Ｐ

ち
∝
～
ョ
）
と
葛
野
氏

は
述
べ
、
取
り
、
げ
ぎ
る
を

え
な
い
事
情
を
語

っ
た
。

し
か
し
、
葛
野
次
雄

・
静

内
ア
イ
ヌ
協
会
会
長
は
、
先

の
言
葉
に
す
ぐ
続
け
て
、
「
必

（
９
）
選
骨
返
還
を
め
ぐ
る
政
防

２
０
１
３
年

６
月
１
４

日
、
ア
ィ
ヌ
政
策
推
進
作
業

部
会

の
第

一
二
国
会
議
は
、

遺
性
返
還
の
基
本
的
考
え
方

を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

１

〔
遺

骨

に

つ
い
て
〕

海
外
で
は
民
族
又
は
部
族
に

返
還
す
る
事
例
が
多
く
み
ら

れ
る
こ
と
、　
コ
タ
ン
ま
た
は

そ
れ
に
対
応
す
る
地
域
の
ア

イ

ヌ
関
係
団
体
に
遺
性
を
返

還
す
る
こ
と
が
、
ア
イ
ヌ
の

精
神
文
化
を
尊
重
す
る
観
点

か
ら
望
ま
し
い

２
　

．
方
、
現
実
問
題
と

し
て
、
現
在
、

コ
タ
ン
や
そ

れ
に
代
わ

っ
て
地
域
の
ア
イ

数

の
人
々
す
べ
て
を
代
喪
す

る
組
織
な
ど
、
返
還
の
受
け

皿
と
な
り
う
る
組
織
が
整
備

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い

３
　
こ
の
た
め
、
返
還
が

可
能
な
遺
■
に

つ
い
て
は
、

ま
ず
祭
祀
継
示
者
た
る
個
人

へ
の
返
還
を
基
本
と
し
、
地

域

の
ア
イ

ヌ
関
係
団
体
な

ど
、
本
来
の
祭
祀
継
承
汁
以

外

の
方

へ
の
返
選
に
つ
い
て

は
、
法
的
な
論
点
の
性
理
を

合
め
、
今
後
の
検
討
課
胆
と

す
る

一『
ア
イ

ヌ
の
選
■

は

コ
タ

ン
の
上

へ
』
Ｐ

“
「
ご

２

０

１

１

イー

‘

月

１

３

１１

、

安

倍

内

閣

は

「
ア

イ

ヌ

ｔ

化

の
復

興

■

を

促

進

す

る

す

る

と

い
う

も

の

で
あ

る
。

一
あ

る

６
３
人
分
の
遺
帯
と
、
同
町

卜
勝
太

（と
か
ち
ぶ
と
）
地

区
で
収
拾
し
た
頭
什
１
人
分

の
も
の
で
あ
る
。

２
０
１
５
年
１
月
、
浦
幌

ア
ィ
ヌ
協
会
の
差
問
正
樹
会

長
は
、
政
府
に
よ
る

「
象
徴

空
間

へ
の
ア
イ
ヌ
民
族
遺
骨

の
集
約
は
人
権
侵
害
」
と
し

て
、
日
本
弁
護
Ｌ
連
合
会
に

人
権
救
済
を
中
し
立

て
る
。

同
氏
は
、
（
ア
イ

ス
の
承
認

も
経
な

い
で
）
「
学
問
の
自

由
」
を
名
分
と
し
た
遺
骨
の

研
究
利
用
に
対
し
、
明
確
に

反
対
し
て
い
る
。

２
０
１
５
年
１
２
月
、
杵

江
戸
時

代

の
遺

什

９

１
体
を

研

究

対

象

と

し

た

と

す

る
。

そ

し

て
、
「
こ

の
論

文

の
核

心
は
、

明
治

期

で
な

く

江
戸

則

の
ア
イ

ヌ
遺

骨
を

用

い
た

点

に

あ

る
。

そ

れ

に

よ

っ

て
、

こ
れ
ま

で

の
想
定

以
Ｌ

に
大
き
な

和
人

の
遺

伝
的
影

響
を

明
ら
か

に
で
き
た

、
と

い
う

の
が

結

論

」

（
植

木

哲

也
普

「
第

１
章

　

ア
イ

ヌ
遺

骨

返

還

運

動

と

Ｄ

Ｎ

Ａ

研

究

」

―

松

島

泰

勝

・
木

村

朗

編

著

『
入

学

に

よ

る

盗

骨

』

耕

丈

社

］
ｏ
一
い
年

Ｐ

一
ｏ
「
）
と

さ

れ

た
。

す

な

わ
ち

、

従
来

の
説

（
ア
イ

ヌ

は
縄
丈

人

の
直
接

の
子
孫

で

あ

る

）

の
再
考

と
、

江
戸
期

の
和
人

の
遺
伝

的
影
響

が
大

き

い
こ
と
―

が

明
ら
か

に
さ

れ
た

と

い
う

の
で
あ

る
。

だ

が
、

９

１
体

の
う

ち

三

分

の

．
以
Ｌ
を

占

め
る
遺
骨

の
出

■
は
、
束

栄
遺
跡

か
ら

の
も

の
で
あ

る

と

さ

れ

る
。

こ
の
束

栄
遺
跡

は
組
●
、時
代

の
遺

跡

で
あ

り
、
論
文

の
言

う

江
戸
時
代

で
は
な

い
。
さ

ら

に

決

定

的

に

問

題

な

の

は
．
束

栄
遺
跡

か
ら

発
掘
さ

れ
た
遺

什
は
、
な

ん
と
組
丈

‐―■

代

の
も

の
で
も

な
く
、

明

（２
面
へ
）

い
る

。
ま
た
、

こ
の
目
的
を

一

▼

堀
込
　
純

一

ス
協

会

』

か

れ

“

に

参

′，――

し

て

き

ま

し

た
．

そ

し

て
．

『
静

内

か

ら

発
掘

さ

れ

た

遺

骨

は
　

白

ヒ

町

の
後
徴
牛

‐―――

の
慰

■
施
設

に
人
ね

る

べ
き

だ

』

と

、

張

し
た

の
で

す
．

返
選
を
求

め
る

ア
イ

ア
の
中

て
意

見
が
分
か
れ
る

こ
と

に

な
り

．
裁

判
は
膠
若

（
こ
う

ち

ゃ
く

一
し
た
末
、

取
リ

ド

げ
ざ

る
を

え
な

く
な

り
ま

し

た

。

し

か

も

驚

い

た

こ

と

に
、
新

ひ
だ

か
協
会

の
役
員

会

は
、
協

会

の
方
針

に
従
わ

た
．２

０

１
‘
イ１
１
１
月
　
浦

幌

ア
イ

ア
脇
会

は
．
東

京
大

学
を
相

手
取
り

、
国

人

か
に

管

し

て

い
る
遺

■

３

６
体

の

返
選
を

求
め

て
、

釧

路
地
裁

に
提

訴

し
た
。

う
一〇

２

０
年

８
月
．

ラ
ホ

ロ
ア
イ

ヌ
ネ
イ

・
シ

ョ
ン

（
７
月

に
、

浦

幌

ア

イ

ヌ
協

会
か
ら

改
称

）
が
東

一
人

を

相

手

取

つ
た

訴

訟

は

．

和
解
と
な

っ
た

。
そ

の
内

容

は
、
東

人
が
遺

性
と
副
搾

品

を

返
還

し
、

ラ
ポ

ロ
ア
イ

ヌ

ネ

イ

シ

ョ
ン
は
慰

霊
行
為

が

妨
害

さ

れ
た

と

し

て
求

め
て

い
た
猥
■
賠

償
請
求

を

放
棄

す
る
―
と
い
う
も

の
で
あ

る
．そ

れ

に
し

て
も
、

政
府

は

お

ろ
か

．
遺
■

を

保
管

す

る

諸

入
学

の
態
度

は
卑

劣

で
あ

る
．浦

幌

ア
イ

ヌ
協
会

の
差

問

正

樹

氏

に
よ

る

と
、

「
私

た

ち

は

こ
れ
ま

で
に
、

北
大
か

ら
２
０
１
７
年
に
８
２
体
、

翌

２
０

１
８
年

に
１

３
体

の

一
合
計

９
５
体

の
返
還

を
受
け

た

ほ
か
、

２

０
，
９
年

に
は

丈
時

代
か

ら
ず
―

う
と
続

い

て

い
る
人
た
ち

で
あ
る

．
と

い
う

一
こ
と

が

わ

か

れ

ば

一

‥
‥

こ
れ

は
′

ラ
イ
ト

に
な

り

ま

せ

ん

か

ね
？
」

（
籠

木

打

也

著

「
ア

イ

ヌ
民

族

の

選

■

を

欲

し

が

る

研
究

者

」

〔
『
民
衆
咆

の
遺
産
』
第

‥

二

な

に

所

収

〕

か

ら

重

引

Ｐ

二
８
）
と
．

彼

は
思
若

せ
が
ま

し
く
応

え

て

い
る
が
．

そ
も

そ
も
根

本
か

ら
ズ

レ
て

い
る
。

ア
イ

ヌ
の
人
た
ち

の
運
動

に
と

っ

て
、
さ

し
あ
た

り

「
ア
ィ

ヌ

民
族

の
先

住
性
」
が
分

か
れ

ば
十
分

で
あ
り
、

ア
イ

メ
民

族

の
起

源
を

明
ら
か

に
す

る

こ
と
が
、
今
現
在
、

切
実
な

も

の
で

は

な

い

の
で
あ

る
。

そ
れ
か
ら
、
彼
ら
は
自
然

科

学
だ
け

で
起

源
が
解

明

で
き

る
か

の
よ
う

に
考
え

て

い
る

が
．
そ
れ
は
大
き
な

間
違

い

で
あ

る
。

そ
れ
を
何
よ
り
も

明
ら
か

に
し
た
す

件
が
、

以
ド

の
場

合

で
あ

る
。

２

０

１

８

年

１
月
、

「
コ

タ

ン
の
会

」
と
浦
幌

ア
イ

ヌ

協
会

が
、

浦

河

町
東

栄
か

ら

持
ち
去

ら
れ
た
遺
帯

３
５
体

と
、
浦

河

町
―
勝
太

か
ら
持

ち
去

ら
れ
た
選

仕

１
体

の
返

還
を
求

め

て
、
札
幌

医
科
大

学
を

提
訴
す

る
ズ

２
０

１
８

・
コ

ン

ト

リ

ア

Ｄ

Ｎ

Ａ

テ

ー

一
々

か

ら

稚

測

さ

か

る

ア

イ

．
ス

の

ヽ

族

的

来

い

」

な

る

論

ぇ

が

掲

載

さ

れ

た

か

ら

．
で
あ

る
‐
竿
著

は
．
／
一
ぎ
〓

〓

ス
〓
●
ア
〓
ぢ

二́
多
菖

（〓

〓
ｏ
一一一
■
〓

Ｌ

〓
′〓
Ｌ
キ

一〓
〓

声
３
Ｓ

，
こ

共

〓
，

Ｅ

Ｆ

【
３
一ｏ
〓

∽
〓
〓
ａ
“
の
５
名

で

一
あ

る
。
竿
”
著

者

の
安
達

登

一
氏
は

山
梨
大

学

医
学
部
教
授

一
で
あ

り
、

最
後

の
篠

―――
謙

．

氏
は
日
立
利

学
博
物

館
副
館

長

で
あ

る
。

こ
の
論
文

は
、

従

来

の
研

究

の
弱
点

（
‘１１‥，
研
究

対
象

の

遺

什
が

明
治
時

代

以
降

の

も

の
で
あ

っ
た

こ
と
、
０

，

ン

ブ

ル
が
特
定

地
域

、
す
な

わ

ち

平

取

町
に
限
定

さ
れ

て

い

た

こ
と

）
を

克
服

し
、

北
海

一
通

の
各
地

か
ら
集

め
ら

れ
た

遺

骨

返

還

）
。

遺

性

は

北

人

　

　

こ

の
和

解

案

に
対

し

て
、

医
学
部

が
浦

幌
町
愛
牛

（
あ

　

北
人

は

「
祭

祀
継

水
者

へ
の

い
う

し

）
地

区
で
発
掘

し
た

　

返
還
」

に
出
執
し
て
難
色
を

示

し
た

が
、
最
終
的

に
は
「
裁

判

所
が

認
め
る
団
体

で
あ
れ

ば

返
退
す

る
」
と

い
う

こ
と

に
同
意

し
た

（『
読

売
新
聞
』

北
海
道

版

２
０
１
６
年

３
月

２

６

日

ヽ

前

述

の

「
コ
タ

ン
の
会

」

の
結
成

が
、
裁
判

所

に
よ

っ
て
遺

■

の
受
け

――ｌｌ

と

認

め

ら

れ

た

た

め

で
あ

る
。
同
年

６
月
、

返
還
さ

れ

た

遺
性

は
、
「
コ
タ

ン
の
会

」

の
Ｌ
宰

で
浦

河
町
杵
向

に
再

埋
葬
さ

れ
た
。

遺

仕
返
還
運
動

は
さ
ら

に

続

く
。

旭

川

ア

２
体

と

２

０

１
７
年

７

月
、

イ

ヌ
協
議
会

が
遺
骨

一

副
作
品

の
返
還

な
ど

と

し

て

い

る

こ
と

に

あ

っ

札
幌

医
科
大
学

か
ら

１
体

の

返
還
を

受
け

て
百
埋
葬

し
ま

し

た
。

札

医

人

の
遺

骨

も
、

私

た

ち

が
裁

判

を

起

こ
し
、

和
解

に
よ

っ
て
や

っ
と

戻

っ

て
き
ま

し
た

。

し
か

し
、
北

人

か
ら

も
札

医
大

か

ら
も
直

接

の
謝

罪

の
言
葉

は
あ

り
ま

せ

ん

で

し

た
。
」

（『
ア

イ

ヌ

の
権

利

と
は
何
か
』
Ｐ

一
〓
）

と

の
こ
と

で
あ

る
。

浦

幌

ア

イ

ヌ

協

会

は
、

２

０

１
９
年

に
、
浦

幌

‐‐ｌｒ
立

博
物

館

か
ら

１
体

（十
勝

太

■

月
遺
跡

か
ら
出
●

し
た
遺

什

で
理
歳
丈

化
財

）

の
選

任

返
選
を
受

け

て

い
る
が

、

こ

の
よ
う
な
ヶ

ｌ

ス
は

日
本

で

は

初

め

て

の
ヶ

ｌ

ス
だ

と

言

わ

れ

る
。
「
し

か

も

、

陣

物

館

が

自

ら

進

ん

で

返

避

し
た

の
で
す
＾

北
人

や
束

尺

な

ど

の
姿
勢

と

は
人

違

い
で

か

つ
て

の
先

住

民

の
人
骨

研
究
は
、

頭

骨

の
大
き

さ
や

形

状
を

計
測

し
、

ヨ
ー

ロ
ッ

バ
な

ど

の
抑

圧
民
族

に
比
較

し

て
、
先

住
民

の

「
劣

等
性
」

を

証
明
す

る
た

め

の
も

の
で

あ

っ
た
。

し
か

し
．
最
近

の

研
究

は
遺
伝

ｒ
分
析
を

通

じ

て
人
類

の
起

源
を

明
ら

か

に

し
よ
う
と

い
う
も

の
と
さ

れ

る
。
そ

し

て
、
そ

の
た

め

に

必

要

な

ミ

ト

コ

ン
ド

リ

ア

０
７
´
を

取

り

出

す

た

め

に
、

多
く

の
遺

骨
が
必
要

と
さ
れ

て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

（《
補

論
　
ゲ

′
ム
と

ミ
ト

コ
ン
ド

リ

ア
》

を
参

照

）

２
０
１

■
年

８
月
、

北

海

道

ア
イ

ヌ
協
会

が

シ

ン
ポ

ジ

ウ

ム
を

開
催

し
た

が
、

こ

こ

で

の
質

疑
応
答

の
中

で
、

ア

イ

ヌ
尺
骨

研
究

が

ア
イ

ヌ
民

族

に
Ｌ

っ
て
ど

の
よ

う
な

利

益

が
あ

る
か
―

と

の
質

問

が

な

さ

れ

た
。

こ
れ

に

対

し
．

一
東
北
尺
学
名
誉
教
授

（
元
ロ

一
本
人
類
学
会
会
長
）
の
百
百

ヽ
ど
ど

）
十

雄

氏

は

次

の
よ

う

に
答

え
た

。

「
私

が

言

つ

て

い
る

よ
う

に
、

ア
イ

ヌ
民

臼
コ
タ
ン
の
あ
る
浦
河
町
を

一
を
求
め
て
、
北
人
を
提
訴
す
　
洲
引
剣
川
の
週
州
剌
制
「
『
司
引

合

む

日
高

地
方

の
ア
イ

ヌ
有

志

が
、
「
コ
タ

ン

の
会

」

を

設
立

し
た

。
「
コ
タ

ン
の
会

」

は
、

鮭
資

源

の
管

理
や
先
祖

の
慰

■
な
ど

、

ア
イ

ヌ
民
族

の
先

住
権

の
―‐‐―
復

を

目
指

し

た

も

の
て
あ

る
．

２

０
１

６
年

３
月
、

小

川

降

占

∴
収
野

‐―

ユ
●

氏
ら
が

提

訴

し
た

（
２
０

１
２
年

９

月

一
裁
判

は
、

地

■

の
返
退

を

め
ぐ

り
平
行
線

を
た
ど

つ

て

い
た
が

．
最
終

的

に
和
解

が
成

立

し
た
。

―‥Ｌ

幌
地
方
裁

判

所
が

両
´

に
和
解

を
促
す

る

（
２
０
１
８
年
和
解
、
遺

一

骨
返
還
）。
同
年
１
０
月
、
「
コ

一

タ

ン
の
会
」
が
新
ひ
だ
か
町

一

静

内

（
１
９
３
体

）
と

浦
河

町
東

幌

別

（
２
体

）
か

ら
掘

り
出

さ
れ
た
遺
■
と
副
葬
品

の
返
還
な

ど
を
求

め
て
、
北

大
を
提

訴
す
る
。
（
２
０

１
９

年
、

う
一
ｏ

２

０

年

収

リ

ド

げ

）だ

が
、

こ
の
訴
訟

に
は
」
（

論
を
も

つ
ア
ィ

ス
の
人

々
が

存

在

し
た

よ
う

で
あ

る
．
裁

判

が

進

む

過

程

で
、
「
‥
‥

た

い
。

更

に

木

を

切

る

権

刊

１
「
列
日
刈
劉
嗣
劇
＝

川

ｄ

川
劉
制
利
１

・―‥
―

川
日
翻

ｄ

権

利
を
実

現

し
て

ア
イ

ヌ
の

生
活
を
自

立
さ
せ
た

い
と
決

心

し

て

い
ま

す
。
」

Ｌ
、

カ

強

い
決

意

を

表

明

し

て

い

る
。２

０

１

８

年

１

月
、

「
コ

タ

ン
の
会
」
と
浦

幌

ア
イ

ヌ

協

会

は
、
札
幌

医
科
大

学
と

北
海
道

を
相

手
取
り
．

同
人

が
保
管

し

て

い
る
選

■

３

６

体
を

返
選
す

る
よ
う

に
求

め

て
、

札

幌

地

裁

に

提

訴

し

す

ご

と

、

准

問

氏

は

あ

き

一

れ

果

て
て

い
る
。
　

　

　

　

　

一

．
部

、
外
国

か
ら

の
返
還

途

中
か

ら

『
新

ひ
だ
か

ア
イ

一

週
コ
劉
『
刷
凋
卸
馴
匂
劇
「
川
Ч
州

一
な
い
と
の
理
由
で
．
遺
骨
の

割
舶
「
］
、　
．
方
原
告
は
慰
謝

一
地
域
返
還
を
求
め
た
私
た
ち

料
の
請
求
を
放
棄
す
る
」
（籠

一
を
除
名
処
分
に
す
る
Ｌ
言
い

‘

】

始

め

た

か
．

「

内

で

　

族
は
北
海
道

に
在
来

の
人
た

は

　

わ

す

か

な

例

外

と

し

　

ち

．
先
住

し
て

い
る
．
■
ぇ

て
、

と

の
■
何

が
あ

る
．
ル

・
時

代
．
あ
る

い
は
そ
れ

以
前

応

入
学
は
自

ら
か
燿

地
か
ら

一
に
さ

か

の
は

る
、

一
略

一
組

略
行

し

た

訳

て

は

な

い
が
．

釧

路
市

か

ら
遺

什

６
体
が
貸

与
さ

れ

．

２
０
数

年

間
．
同

人

に
保
竹
さ

れ

て

い
た
．

こ

れ

ら

の
選

性
を

２

０
１
８
年

２

月

ま

で

に

す

べ

て

返

還

し
．

１
１
月

に
地

元
関
係
者

に

謝

罪

し

た

―

と

い
わ

れ

る
．ア

イ

ヌ
民
族

の
先

進
的
な

人
び
と
な

ど

に
よ

っ
て
、

地

域

の
ア
イ

ヌ
団
体

へ
の
返
選

の
道
が

開
か
れ

て
き
た
。

だ

が
、
国

や
大
学
な

ど

は
、
個

体

識

別
が

不
可
能
な

遺
＝
な

ど
を
対
象

と

し
た

研
究
を
行

な

う
と

の
姿

勢
は
変

わ

っ
て

い
な

い
。

一
（市
）
新
た
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究

一　
　

　

で
遺
骨
を
欲
し
が
る

．
年
、

２
０
２
０
年

取
り

、

げ

）札

幌

医

人

は
、

戦

後

に

で

き

た

新

し

い
入

学

で

あ

り
、

北

入

以

外

で

遺

■

の

・
返

還

を

求

め

ら

れ

た

の
は

一
初

め

て

で

あ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
開

い
は
、

き
わ
め

・
て

現

在

性

を

示

す

重

要

な

新

た

な

開

い

と

な

っ
て

い

一
る
。

と

い

う

の

は
、

こ

の

．
裁

判

に

先

立

つ
２

０

１

７

一
年

１

０

月
、

「
三

〇

３

一著

一
Ｌ
ご
三

●
」
と

い
う
イ

ン
タ

ー

一
ネ

ツ
ト

ー．
の
デ

ー

タ

ベ

ー

一
ス

・
サ

イ
ト

に

「
‐
ｌｆ
い
ミ
ト


